
１　子ども・若者の巣立ちを応援
（１）心身ともに健やかな成長を促す環境づくり

取組施策 事業名 令和５年度の実施計画 実施状況 R5予算額
（6月補正後)

担当課
番
号

(ア)インターネット
上の危険への対策
(イ)インターネット
上のパトロールの実
施
(ウ)ペアレンタルコ
ントロールの推進

インターネット
との適切な接し
方教育啓発推進
事業

保護者と子どもたちに対し、民間（関係企業・団体
等）と連携して、電子メディア機器とのよりよい接し
方についての教育啓発を図る。
・鳥取県子どものインターネット利用教育啓発推進協
議会事業：子どもたちの電子メディア機器とのよりよ
い付き合い方に関する教育啓発を企画・実施する。
・鳥取県インターネット問題予防対策事業：情報モラ
ル、リテラシー、シチズンシップ等の指導ができる民
間の専門人材を学校へ派遣し、児童生徒への授業と教
職員研修・保護者研修を行う。また、情報モラル等の
指導ができる者の育成を図るため養成講座を実施す
る。
・インターネットとの適切な接し方教育啓発講師派遣
事業：ケータイ･インターネット教育推進員派遣（派遣
先：幼保の保護者研修会等）、研修（派遣人材の育
成）、乳幼児保護者向け啓発活動

・鳥取県子どものイン
ターネット利用教育啓発
推進協議会を開催。啓発
資料「電子メディアとの
付き合い方学習ノート」
の内容を検討し、県内全
児童生徒へ配布予定。
・鳥取県インターネット
問題予防対策事業によ
り、１９校に情報モラル
教育についての専門的知
識を有する講師を派遣。
・インターネットとの適
切な接し方教育啓発講師
派遣事業により、１３の
施設・団体で出前講座を
実施。
※以上いずれもR5.9.7時
点）

4,671 社会教育課 1

子どもたちを守
るためのネット
パトロール事業

インターネットの誹謗中傷、犯罪被害等から子どもた
ちを守るため、インターネット上の児童生徒の書き込
みに対する監視をＮＰＯ法人に委託する。
・月１０回程度インターネット上の児童生徒の書き込
みに対する監視を行い、問題と思われる事例が発見さ
れた場合、教育委員会に報告
・監視結果の傾向や対策の分析を行い、事業報告書と
して提出するほか、事業成果を情報提供
・SNSサービス提供業者等への削除依頼

自死をほのめかす書き込
みなどを発見し、関係機
関と連携を図り、児童生
徒を守るための対応を迅
速に行った。

1,091 いじめ・不
登校総合対
策センター

2

青少年育成推進
事業（青少年健
全育成条例普及
啓発事業）

青少年のインターネット利用を保護者が管理・制限す
る措置(ペアレンタルコントロール)の実施について県
民に対する啓発活動を行う。（ＳＮＳトラブル防止標
語の募集、普及促進）

・小中高の夏休みにあわ
せてSNSトラブル防止標語
『とりのからあげ』ポス
ターデザイン・動画コン
テストを委託実施し、44
点の応募を得た。今後、
大賞となった作品ポス
ター等を作製し、展示・
啓発を行っていく。
・10月14日に「青少年の
インターネット利用環境
づくりフォーラムin鳥
取」を共催し、１人１台
端末時代のネットルール
について、こどもパネリ
スト等による討議を実
施。

1,190 家庭支援課 3

(ア)(ウ)薬物乱用防
止

薬物・毒劇物総
合対策事業

◆麻薬等の薬物の製造及び販売に関わる者への指導・
監督、及び使用する者への適正使用への理解促進と普
及啓発等を行うとともに、麻薬中毒者への措置入院を
行う。
◆危険ドラッグ等の薬物の規制取締、啓発活動等を行
う。
・中学、高校における薬物乱用防止教室の達成率向上
・啓発資材の作成（リーフレットなど）
・薬物乱用防止講演会の開催
・指導員による地域活動等を活用したミニ講演会
・「ダメ。ゼッタイ。」街頭キャンペーン等の街頭啓
発

啓発リーフレットの作
成・配布（令和４年度は
大麻に重点を置いた内容
とし、中学生全員に配
布）、薬物対策専門員に
よる各種学校での講習、
鳥取ダルクの協力を得て
薬物乱用防止教室を開催
した。また、高校生ボラ
ンティア等の参加による
「ダメ。ゼッタイ。」街
頭キャンペーンを県内２
箇所で実施した。

1,094 医療・保険
課

4

児童生徒健康問
題対策事業

薬物乱用防止教育研修会の実施（小学校・中学校・義
務教育学校・高等学校・特別支援学校の教職員等を対
象に年１回開催）

12月に動画配信による研
修会を計画中。

1,703 体育保健課 5

(ア)(ウ)児童虐待防
止

児童相談所費 ・児童相談所運営費（児童相談など各種相談活動を実
施）
・児童相談に関する情報管理を行う「児童相談システ
ム」の保守管理
・虐待の影響で不適応を起こしている児童等を支援す
るため遊戯療法やカウンセリング等の心理療法を実施

児童相談所の職員を対象
とした各種研修への参加
を通して、職員のスキル
アップを図った。また、
児童相談システムを運用
し、相談情報等の管理を
行っている。

19,053 家庭支援課 6

とっとり若者自立応援プランに掲げる取組の実施状況について　

（ア）啓発による子ども・若者の被害・加害防止
【取組の方向性】
　子ども･若者本人はもちろん、保護者に対しても、危険に関する事柄や安全に生活するために必要な事柄に関して、また、人権や性に関して理解を深
めるための教育･研修･情報提供を進め、トラブルの未然防止を図ります。

（イ）パトロール等による子ども・若者の被害・加害の防止
【取組の方向性】
　防犯ボランティア団体等が行う自主防犯パトロール活動や、少年補導センターによる街頭補導を推進します。また、インターネット上のトラブルを防
止するための監視を実施します。

（ウ）環境整備による子ども･若者の被害の防止
【取組の方向性】
　子ども・若者の被害防止に向けた環境整備を推進します。

資料４（協議事項(４)）
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児童相談所体制
整備事業（虐待
発生後フォロー
アップ事業）

児童問題、特に児童虐待に対応する人的な充実を図る
とともに、より充実した専門的な支援を提供できるよ
う、弁護士等の支援を提供する体制を構築する。
・児童虐待対応協力員の配置（各児童相談所に2名配
置）
・弁護士への法律相談
・弁護士への個別案件の依頼
・未成年後見人の報酬補助

法的に解決しなければな
らない児童虐待事例に対
して、弁護士に依頼する
ことで迅速かつ的確に対
応している。また、未成
年後見人に対しては、月
額20千円を限度として報
酬の補助を実施してい
る。

13,228 家庭支援課 7

児童相談所体制
整備事業（児童
虐待防止広報啓
発強化事業、地
域で子どもを守
る推進事業）

児童虐待防止普及啓発キャンペーン等の企画・実施を
外部機関に委託し、効果的な広報啓発を実施する。ま
た、将来世代応援知事同盟に基づき、地域における児童虐
待防止に向けた機運の醸成を図るため、子ども見守りサ
ポーター及びヤングサポーターの養成並びに虐待防止全力
宣言企業の認定を行う。

児童虐待防止啓発のため
に啓発物品を配布、講演
会を開催する予定。

3,134 家庭支援課 8

児童相談所体制
整備事業（児童
虐待防止対策研
修事業）

児童相談所及び施設職員、市町村職員や保健師、保育
士等に対してそれぞれの職種に応じた児童虐待に関す
る研修会を開催し、児童虐待の未然防止や早期発見・
早期対応に必要な関係機関職員の資質向上を図る。ま
た、一機関のみの対応では困難な児童虐待事例につい
て、支援を提供している専門機関が集まり、効果的な
援助の方法を検討する。
・要保護児童対策地域協議会調整機関専門職研修
・児童相談所職員等への県外講師などによる専門的研
修
・児童虐待事例検討会
・ペアレントトレーニング　ほか

オンラインにて市町村職
員や、施設職員を対象に
した研修を開催した。
（計８回）また、児相や
施設職員を対象とした若
者の自死予防を目的とし
た研修を開催した。今後
施設内虐待予防を目的と
した研修を開催予定。

1,136 家庭支援課 9

児童相談所体制
整備事業
（児童虐待防止
関係機関援助体
制充実事業）

市町村・児童福祉施設等、児童の支援に携わる者がよ
り効果的な援助のあり方、児童虐待に対する取り組み
を協議する連絡会を開催し、関係機関の連携強化及び
虐待の早期発見・早期対応における広域的（全県的）
な体制づくりを推進する。

市町村、児童相談所、児
童福祉施設等の児童の支
援に携わる機関が児童虐
待に対する取組を協議す
るための連絡会等を実施
予定。

24 家庭支援課 10

（新）児童相談
所ケース対応力
強化事業

・児童相談所業務にICTを活用し、タブレットなどを
使った迅速な情報共有や事務手続きの簡素化などによ
り業務の効率化することにより、児童福祉司が支援の
必要なこどもや家庭と向き合う時間を確保し、ケース
への対応力の向上を図る。
・鳥取県児童養護施設協議会が実施する困難ケース等
への外部講師によるコンサルテーションを受ける経費
や、研修会等にかかる経費を補助する。

・ケース会議録の作成
等、ICTを活用したシステ
ムを導入予定。
・新任職員や中堅職員等
の階層別研修の実施や、
希望する施設に、生活支
援や心理療法等のスキル
向上のため、専門家によ
る継続的助言指導を実
施。

14,229 家庭支援課 11

一時保護所費 児童の安全を迅速に確保し、適切な保護を図るため、
又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他
の状況を把握するために行う、一時保護に要する経費

緊急保護、行動観察、短
期の治療指導のために一
時保護を実施している。
また、一時保護児童に対
しては、各々の学力に合
わせた学習指導を行って
いる。

51,160 家庭支援課 12

主任児童委員費 主任児童委員の設置に要する経費 県内の主任児童委員に対
し、１人あたり年額
60,200円の報酬の支払い
を予定している。また、
11月に主任児童委員を対
象とした研修を実施予
定。

8,031 家庭支援課 13

児童家庭支援セ
ンター運営事業

地域の児童や家庭からの相談に応じ、必要な助言を行
うとともに、保護を要する児童又はその保護者に対し
て心理療法・カウンセリング等を行う「児童家庭支援
センター」の運営経費を補助する。

児童家庭支援センターの
運営に必要な経営費を補
助する予定

70,261 家庭支援課 14

(ア)成年年齢の引下
げに対応した消費者
教育の推進
(ウ)消費者被害の防
止

消費生活セン
ター事業費

・大学と連携した「くらしの経済・法律講座」を開催
する。
・県民向け消費生活啓発講座へ講師を派遣する。

・くらしの経済・法律講
座：３大学等
・啓発講座への講師派
遣：８回（予定含む）

27,992 消費生活セ
ンター

15

身近な消費生活
相談窓口機能強
化事業

・広域的な消費生活に関する相談及び苦情等の対応を
行う消費生活センターを設置運営する。
・インターネットを介した消費生活トラブルの被害防
止のため、携帯電話会社及び市町村等と連携し、ス
マートフォンやネットの注意点等、トラブルに巻き込
まれない対処法を身に着けるスマホ講座を実施する。

・県消費生活センターの
相談室を県内３か所に設
置し運営。
・スマホ講座：13回（予
定含む）

36,029 消費生活セ
ンター

16

特殊詐欺・悪質
商法被害防止対
策推進事業

・SNSを活用した若者への消費者被害防止啓発事業（消
費者トラブル防止動画コンテスト）を実施する。

・動画作品募集中（募集
期間：R5.9.1～11.30）

3,300 消費生活セ
ンター

17
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生活安全活動運
営費

・犯罪予防及び犯罪等の捜査活動に要する経費
・犯罪被害防止のための情報発信及び各種防犯イベン
トを開催するなど地域安全活動の推進に寄与している
「鳥取県防犯連合会」の活動に対する助成
・特殊詐欺被害防止に関する専門的知識を有する警察
官OBを会計年度任用職員として雇用し、特殊詐欺被害
防止のための諸活動を実施するための経費

【鳥取県防犯連合会】
・防犯ポスターの作成、
機関誌の発行のほか、県
民の自主防犯意識の高揚
を目的とした「地域安全
フォーラム」を開催（10
月18日開催予定）
【特殊詐欺被害防止アド
バイザー】
・特殊詐欺被害防止アド
バイザー３名により、特
殊詐欺被害防止講習、金
融機関等への立ち寄り、
コンビニエンスストアで
の水際阻止訓練等を実施

15,159 警察本部生
活安全企画
課

18

(ア)交通安全対策 交通安全対策推
進事業

交通事故のない地域社会を実現するために、県民への
意識啓発など各種交通安全対策を推進し、交通事故の
抑止を図る。また、鳥取県交通安全対策協議会の活動
経費を助成し、国、市町村、関係機関及び団体と連携
して交通安全対策を実施する。
・交通安全運動等の啓発用品、ポスター作成し交通安
全意識を啓発　等

鳥取県交通安全対策協議
会に助成し、第55回鳥取
県交通安全県民大会の開
催、高齢者交通安全実車
講習の実施、交通安全啓
発物品の作成・配布等を
行い、交通事故防止を
図っている。

7,262 くらしの安
心推進課

19

学校安全対策事
業

・自転車ヘルメット着用推進（学校への交通安全教育
への専門家等派遣、自転車ヘルメット着用啓発）
・地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業（スクール
ガード・リーダーの巡回指導・助言や学校安全ボラン
ティア等による子どもの見守り活動などの交通安全、
防犯活動に対する取組を実施する市町村に支援）

各学校においてスクール
ガードリーダー、ボラン
ティア等関係者及び関係
機関と連携した登下校時
の子どもの見守り活動を
実施している。

4,250 体育保健課 20

交通安全対策費 交通事故のない地域社会を実現するために、県民への
意識啓発など各種交通安全対策を推進し、交通事故の
抑止を図る。また、関係団体に活動経費を助成し、関
係機関及び団体と連携して交通安全対策を実施する。

【交通安全教育】
年齢・心身の発達段階や
地域の実情に応じて、安
全に道路を通行するため
に必要な知識や技能の習
得及びその必要性につい
ての理解が深まるように
努めた。
【交通安全運動】
関係機関・団体等と連携
の上、各期の交通安全運
動を通じて、交通安全意
識の高揚に努めた。
【交通情報提供】
交通事故の発生状況につ
いて、テレビ、県警ホー
ムページ、交番速報(チラ
シ)などにより情報発信を
行った。

17,380 警察本部交
通企画課

21

(ア)様々な不審者事
案や犯罪被害、性被
害の防止
(イ)地域で行う防犯
パトロールの実施

犯罪のないまち
づくり普及啓発
事業

通学路の見守り活動など地域の自主防犯活動の活性
化、鍵かけ推進・万引き防止等の街頭キャンペーン、
防犯リーダー研修、防犯施設認定及び青色防犯パト
ロール等の活動を推進することにより、県民の防犯意
識を高め、安心して暮らすことのできる地域社会の実
現を図る。
・県民の総合的防犯意識啓発
・地域安全フォーラム開催補助金
・防犯リーダー研修会の開催
・優良防犯施設認定制度の促進
・鳥取県犯罪のないまちづくり協議会の開催
・青色防犯パトロール活動促進事業

盗難防止の日(10/7)にち
なんで、関係機関、団体
と連携して街頭キャン
ペーンを実施予定。

1,731 くらしの安
心推進課

22

犯罪被害者等相
談・支援事業

犯罪被害者等に対して見舞金を支給する市町村を支援
するとともに、犯罪被害者への行政関係者の理解を促
すための研修会を開催する。
　また、２４時間・３６５日の電話相談対応を行う性
暴力被害者支援センターとっとり（クローバーとっと
り）の運営費を助成し、被害にあわれた方の心身の負
担を可能な限り軽減し、早期回復につなげていく。

性暴力被害者支援セン
ターとっとり（クロー
バーとっとり）の運営経
費を助成し、電話・面接
相談や医療・法的支援等
を行い、被害にあわれた
方の心身の回復につなげ
ている。

24,737 くらしの安
心推進課

23

児童生徒健康問
題対策事業

児童生徒がいのちの大切さや尊さに気づき、自分を大
切にし、相手を思いやる心を育むことをねらいとし、
産婦人科医師や助産師等の専門家を県立高校に派遣す
る。

県立学校33校（分校含
む。）のうち26校が実施
を予定し８校が実施済。

1,703 体育保健課 24

声かけ事案など
の不審者情報へ
の対応

子どもや女性を対象とした性犯罪等の被害を未然に防
止するため、声かけ・つきまとい等の前兆事案への対
応能力の向上を図る。

保育園、幼稚園、学校な
どの子どもに関わる施設
での不審者対応訓練、防
犯標語「いかのおすし」
に基づいた教養等による
防犯意識の高揚及び不審
者事案発生時における地
域防犯ボランティアと連
携したパトロールなど通
園・通学路の見守り活動
を実施

－ 警察本部
生活安全企
画課

25
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声かけ事案など
の不審者事案に
対する先制・予
防的活動

子どもや女性を対象とする誘拐・性犯罪等の前兆事案
である声かけ事案などの不審者情報に対し、行為者の
早期特定と解決に向けた活動を推進するとともに、発
生状況を専門的に分析し、その分析結果に基づく不審
者情報の発信、通園・通学路対策など子どもを犯罪か
ら守る活動を推進する。

計画のとおり、適正に対
応している。

－ 警察本部
少年・人身
安全対策課

26

危機管理情報運
用事業

県、市町村等が、防災・危機管理情報や防犯情報など
を利用者（県民）に対して、あんしんトリピーメー
ル、あんしんトリピーなびのお知らせとして一斉配信
する。

あんしんトリピーメー
ル、あんしんトリピーな
びを活用して、防災・危
機管理等に関する情報を
県民等に的確に提供し
た。

22,865 危機対策・
情報課

27

犯罪被害者支援
事業

犯罪被害者等に対する精神的、経済的負担の軽減、被
害者支援への理解を増進するための広報啓発等の各種
施策に要する経費
・鳥取県警察被害者支援カウンセラー制度の運用
・身体犯被害者の医療費、精神科等の受診費用等の公
費負担制度の運用
・#8103の広報
・命の大切さを学ぶ教室の開催
・犯罪被害者民間支援団体交付金
・犯罪被害者緊急避難場所確保事業補助金

【精神的・経済的支援】
犯罪被害により犯罪被害
者等が負担する医療費、
精神科等の受診費用を公
費負担した。
また、精神的負担の大き
い被害者に対し、部外カ
ウンセラーによるカウン
セリングを実施した。
【広報啓発】
県内の中学校、高校にお
いて、犯罪被害者遺族に
よる講演「命の大切さを
学ぶ教室」を開催した。
（令和５年８月末現在、
中学１校）
【民間被害者支援団体へ
の支援と連携】
民間被害者支援団体であ
る「とっとり被害者支援
センター」に対し、同セ
ンターの活動経費のため
の費用を交付した。

14,992 警察本部
広報県民課

28

【再掲】生活安
全活動運営費

・犯罪予防及び犯罪等の捜査活動に要する経費
・犯罪被害防止のための情報発信及び各種防犯イベン
トを開催するなど地域安全活動の推進に寄与している
「鳥取県防犯連合会」の活動に対する助成
・特殊詐欺被害防止に関する専門的知識を有する警察
官OBを会計年度任用職員として雇用し、特殊詐欺被害
防止のための諸活動を実施するための経費

【鳥取県防犯連合会】
・防犯ポスターの作成、
機関誌の発行のほか、県
民の自主防犯意識の高揚
を目的とした「地域安全
フォーラム」を開催（10
月18日開催予定）
【特殊詐欺被害防止アド
バイザー】
・特殊詐欺被害防止アド
バイザー３名により、特
殊詐欺被害防止講習、金
融機関等への立ち寄り、
コンビニエンスストアで
の水際阻止訓練等を実施

15,159 警察本部
少年・人身
安全対策課

29
(18)

地域学校協働活
動推進事業

地域住民等の参画により、学校の教育活動を行う仕組
みをつくり、登校時の見守り等様々な活動を実施した
り、子どもの安全・安心な居場所づくりを推進するた
めに、放課後や週末、長期休暇中に小学校の余裕教室
や公民館等を活用し、地域の方々の参画を得て、学習
やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取
組を実施する。

放課後子供教室関係者が
安全管理についての知識
や技術を高める放課後子
供教室安全管理研修会を
実施した。

55,695 社会教育課 30

(ア)デートＤＶの防
止

ＤＶ被害者等総
合支援事業

・婦人相談所等に心理療法の技術を有する職員を配置
し、配偶者や恋人等からの暴力被害者に対し、カウン
セリング等により心理的回復を図り、自立に向けた支
援の強化を図る。
・女性に対する暴力をなくす運動の実施
・主に高校生を対象にしたデートＤＶ予防学習会の実
施
・学校や市町村等が実施するＤＶ研修への講師派遣
・ＤＶやデートＤＶの防止に関する啓発リーフレット
の作成、配布

地域・学校等でＤＶの予
防啓発活動及び相談支援
が行える支援員を養成
し、支援員を高等学校で
のデートＤＶ予防学習講
師等として派遣してい
る。
・11月のDV防止月間にパ
ネル展示、街頭キャン
ペーンを行う予定

31,871 家庭支援課 31

鳥取県ＤＶ予防
啓発支援員活動
事業

・ＤＶ、デートＤＶに関する予防啓発活動及び相談支
援を行うことのできる鳥取県ＤＶ予防啓発支援員（以
下「支援員」）を養成し、高等学校等でのデートＤＶ
予防学習会及び地域等でのＤＶ予防研修会に講師等と
して派遣を行う。
・支援員の活動体制の整備と資質向上の企画実施を行
う。

・デートＤＶ予防学習会
への支援員派遣回数…５
３回
・ＤＶ予防研修会への支
援員派遣回数…１回
・各圏域支援員連絡会開
催回数…４回
(R5年9月20日時点）

2,262 福祉相談セ
ンター

32

ＤＶ被害者等総
合支援事業

・ＤＶ被害者等の保護及び支援体制の強化を図るため
の関係機関職員研修、ＤＶ防止啓発を目的とした街頭
キャンペーン、ＤＶ加害者更生のための電話相談窓口
設置

・11月のDV防止月間にパ
ネル展示、街頭キャン
ペーンを行う予定

31,871 家庭支援課 33

(ア)健やかな妊娠・
出産を応援

（新）出産・子
育て応援交付金

・市町村が創意工夫を凝らしながら、妊娠届出時より
妊婦や特に０歳から２歳の低年齢期の子育て家庭に寄
り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や
継続的な情報発信等を行うことを通じて必要な支援に
つなぐ伴走型相談支援の充実を図る。

各市町村が行う子どもの
学習支援に対して経費の
補助の実施。広域システ
ム開発の是非について市
町村と意見交換中。

191,986 家庭支援課 34
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健やかな妊娠・
出産のための応
援事業

地域で切れ目のない妊娠・出産支援の強化を進め、安
心・安全な妊娠・出産等の支援の充実を図る。
・安心・安全な妊娠・出産支援及び教育・相談体制の
充実
・思春期からの妊娠・出産等に関する正しい知識の普
及の充実
・新型コロナウイルスに感染した妊産婦への助産師等
による寄り添い支援

鳥取県助産師会等に委託
し、妊娠・出産支援及び
教育・相談体制の充実
・思春期からの妊娠・出
産等に関する正しい知識
の普及の充実を行った。

※新型コロナウイルスに
感染した妊産婦への助産
師等による寄り添い支援
は、国補助の廃止に伴い
廃止

12,078 家庭支援課 35

母子保健指導振
興費

妊娠、出産及び育児に関する相談に対して、必要な指
導及び助言を行い、市町村、関係団体の活動を支援す
ること等により、母子保健活動を推進する。

市町村、関係団体等が実
施する母子保健事業の推
進を図るため、事業の広
域調整、人材育成等を実
施し、業務委譲後の体制
整備を行っている。

1,086 家庭支援課 36

産前産後のパパ
ママほっとずっ
と応援事業

産後うつ及び児童虐待を防止するため、産後に強い育
児不安を抱えているにも関わらず家族等から十分な家
事及び育児など援助が受けられない者に対して支援を
行う産後ケア事業の利用を促進する。また、産後ケア
事業を利用をしていない産婦や、事業の対象とはなら
ないまでも孤立・孤独感を感じている妊産婦の不安を
解消するため、地域・家庭における心の休息（レスパ
イト）のとれる居場所づくりを行う。
・産後ケア無償化事業
・助産所施設・設備整備事業
・地域の助産所等による妊産婦への寄り添い支援事業
・新米パパに贈る子育て教室

・産後ケアの利用をため
らうことがないよう、利
用料の無償化を行ってい
る。合わせて、産後ケア
施設充実のために宿泊型
産後ケアを行う助産所に
施設整備補助を行った。
・また、鳥取県助産師会
に委託し、助産所のオー
プンデーの開催や、新米
パパ向けの子育て教室を
実施している。

10,765 家庭支援課 37

(イ)非行の防止、立
ち直りの支援

青少年育成推進
事業（少年補導
センター補助
金）

街頭補導等を行う県内３か所の少年補導センターの活
動への助成

少年補導センターを設置
する鳥取市、倉吉市、米
子市に対し、少年補導セ
ンター補助金を交付し
た。

1,029 家庭支援課 38

青少年育成推進
事業（青少年育
成鳥取県民会議
補助金）

青少年健全育成のための人材確保、育成機能を有し、
市町村民会議と連携しながら全県を対象に活動してい
る「青少年育成鳥取県民会議」の運営費・事業費を助
成

令和5年度青少年育成鳥取
県民会議補助金を交付
し、県民会議の運営費・
事業費を助成している。

9,272 家庭支援課 39

少年サポートセ
ンタ－の運用

少年問題に関する専門的な知識と経験を有する少年警
察補導員が、少年の問題行動に関する相談や犯罪の被
害（児童虐待、いじめ等による被害を含む）に関する
相談などに応じ、少年の「立ち直り」に向けて、少年
への支援、環境の調整等を行う。

計画のとおり、適正に対
応している。

－ 警察本部
少年・人身
安全対策課

40

スクールサポー
ター制度

警察OBが県内すべての小、中、高校を訪問し、学校に
おける少年の問題行動等への対応、相談活動、児童の
安全確保に関する助言等を行う（10人のスクールサ
ポーターが、鳥取・倉吉・米子の3警察署に配置）。
・少年の非行防止・立ち直り支援等
・学校等における児童等の安全点検
・非行・犯罪被害防止教育の支援
・地域安全情報の把握と提供

計画のとおり、適正に対
応している。

－ 警察本部
少年・人身
安全対策課

41

生活安全活動運
営費

・少年の立ち直り支援に向けた体制強化を図るため、
少年警察補導員を少年支援の専門機関等が主催する研
修へ参加させるための経費
・立ち直りの継続支援に係る、少年の規範意識の向上
と社会の一員としての意識の涵養に資することを目的
とした体験活動の活動経費
・少年警察ボランティアの委嘱に基づく活動経費
・大学生ボランティアの委嘱に基づく活動経費

計画のとおり、適正に対
応している。

15,159 警察本部
少年・人身
安全対策課

42

(ウ)鳥取県青少年健
全育成条例に基づく
有害環境の実態把握

青少年育成推進
事業（青少年健
全育成条例運用
事業）

・「青少年健全育成協力員」50名に委嘱し県内の有害
環境等の実態を把握
・カラオケボックス･インターネットカフェ等の深夜営
業施設や、インターネット接続機器の販売事業者、携
帯電話ショップ、書店、コンビニエンスストア、レン
タルビデオ店等への職員による立入調査の実施

・49名を青少年健全育成
協力員に任命した（令和5
年度から2年間）。
・本年度はインターネッ
ト接続機器の販売事業
者、携帯電話ショップを
中心に、全県で立入調査
を実施予定。

413 家庭支援課 43

(ウ)労働関係トラブ
ルの防止

労働者福祉・相
談事業

鳥取県中小企業労働相談所（みなくる）を県内3か所に
設置し、労働者・経営者からの労働・雇用に関する相
談に対して、労働・雇用相談員により助言、情報提供
等を行い、労働問題の未然防止や適切な労務管理の推
進を支援する。

・中小企業労働相談所
（みなくる）において、
労働者・経営者からの労
働・雇用に関する相談に
対して、助言・情報提供
等を実施。（令和5年8月
末現在：1,322件）
・基礎的な労働関係法令
等に係るセミナーを県内
３地区で開催。（同8月末
現在：3回、延べ98人参
加）
・高等学校等教育機関か
らの要請に応じて出前セ
ミナーを実施。（同8月末
現在：4回、延べ144人参
加）

34,071 雇用・働き
方政策課

44
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働きやすい鳥取
県づくり推進事
業

県内企業が「働きやすい職場づくり」と「生産性向
上」を両輪とした「働き方改革」の具体的な取組を進
めるため、国・支援機関との連携、セミナーによる普
及啓発、企業の課題に応じた専門家派遣による基盤づ
くり支援等を行う。

・多様な人材活用等に係
るセミナー（R5.2）、多
様な働き方セミナー
（R5.10）、雇用シェア啓
発セミナー（未定）を実
施予定
・就業規則等整備支援の
ため専門家（社会保険労
務士）を派遣：男女共同
参画推進企業認定51件、
多様な働き方3件（R5.4～
9月末現在）
・雇用シェア契約締結支
援のため専門家（弁護
士）を派遣
・企業・雇用サポート
チーム会議での専門家に
よる企業への助言を実施
・企業の働きやすい職場
づくりに対し補助金を支
給：R4採択/R5実施4件(う
ち3件は事業完了)

13,667 雇用・働き
方政策課

45

労使ネットとっ
とり広報・機能
強化事業

これから社会に出ていく高校生や大学生などの未来の
労働者又は事業主に対する労働教育、労使紛争の未然
防止及び労働委員会の認知度向上を目的として、学
生、社会人を対象にした出前講座を実施する。

・各高校の就職指導説明
会その他機会を利用し、
出前講座をＰＲしてい
る。

4,429 労働委員会
事務局

46

（２）様々な事柄に伸び伸びとチャレンジできる環境整備

取組施策 事業名 令和５年度の実施計画 実施状況 R5予算額
（6月補正後)

担当課
番
号

子ども・若者の意見
の反映

（新）「シン・
子育て王国とっ
とり」構築事業

子どもや子育て者、若者の意見を幅広く収集。収集し
た意見・提案は、子育て王国とっとり条例に基づく
「子育て王国とっとり会議」に諮ったうえで「シン・
子育て王国とっとり計画（仮称）」に反映させる。
・ワークショップ等開催事業
・ＳＮＳ等を活用した意見募集

・現場を訪問して、こど
も、若者、子育て中の方
から意見を聴取（10か所
で聴取予定）。
・ウェブ上に意見応募
フォームを設置するとと
もに、小中高等学校や公
共施設等にチラシを配布
して幅広く意見を収集。
・ＳＮＳ広告を用いて上
記ウェブ上のフォームか
らの意見応募を促進。

3,306 子育て王国
課

47

子育て王国とっ
とり推進事業
（子ども専用
ウェブサイト事
業）

・「シン・子育て王国とっとり」づくりに子どもや若
者の意見を反映させるため、子育て王国専用サイト
「キッズポートットリ」の専用フォーム等により広く
若者の意見を募集する。
・学校紹介、企業訪問など子どもレポーターが自ら取
材、記事の作成を実施する。その他、出前授業等の風
景を動画撮影し、編集指導の上ＹｏｕＴｕｂｅにアッ
プし、サイトに掲載するコンテンツも主体的に子ども
が作成する。
・小学生等が参加可能なイベント情報、ヤングケア
ラーやいじめ不登校総合対策センター等の相談窓口な
どを一元的に掲載する。

・7/11に専用フォーム
（トリバコ）が完成し、
チラシ配布やSNS配信等で
周知を行い意見募集を開
始した。(8/23時点：140
件)
・保育のお仕事を体験す
るをテーマに小学生高学
年から中学生を対象に
ワークショップを実施。
(8/4,8/9 各6名)
サイトにアップする記事
は、主に参加者が体験を
通して考えたことや、
思ったことを先生にイン
タビューしたことについ
て掲載予定。子ども目線
で保育士の魅力について
発信する。
・イベント情報、相談窓
口をサイトトップページ
に掲載。県の所管してい
る各担当課HPとリンクさ
れている。

3,362 子育て王国
課

48

（新）とっとり
若者活躍推進事
業（若者による
情報発信等）

県庁に仮想組織「とっとり若者活躍局」を設置し、移
住定住や子育てなど、持続可能な未来に向けた諸課題
に対して、次世代を担う若者達が自発的かつ自由な発
想で行う、地域課題解決や地域活性化、地域の魅力発
信等の活動を、「若者活躍のアイコン（象徴）」とし
て支援・ブランディングし、県内の多様な若者達が希
望と主体性をもって、自由且つ持続性のある活動を行
う機運とネットワークの醸成を図る。

県内在住の高校生、大学
生、社会人(39歳以下の
者)37名で構成された
「とっとり若者活躍局」
が8月20日に発足。10月以
降、複数のプロジェクト
チームを立ち上げ、県政
課題解決のための取り組
みや政策提言等を実施す
る。

21,624 県民参画協
働課

49

（ア）鳥取の良さを生かした、伸び伸びとチャレンジできる環境整備
【取組の方向性】
　鳥取の豊かな自然の中で行えるアウトドアスポーツや自然体験をはじめ、多様なスポーツ、文化、芸術、交流、地域づくり、環境配慮活動等、多様な
活動が行える場や機会、情報の提供に取り組みます。また、子ども･若者が自由な発想で主体的に活動できる環境の整備に取り組みます。
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（拡）子どもの
権利救済を図る
県版アドボカ
シー推進事業

・社会的養護を受けている子どもの権利救済制度を整
え、一時保護所に派遣する意見表明支援員（アドボ
キット）の養成講座及びスキルアップ研修を開催し
て、県のアドボキットの養成、スキルアップを図る。
・児童養護施設の入所児童や退所児童が子どもの権利
や意見表明の仕方等、子どもの自立性を高める取組を
通して、自分達の意見・提案を施設や行政等に届ける
ための活動に要する費用を県児童養護施設協議会に補
助する。

・月２回児童相談所に月
２回アドボキットを派遣
している。また、スキル
アップのための連絡会を
開催している他、研修も
実施予定。
・児童養護施設入所児童
や退所児童のこども当事
者団体による公聴会が７
月に開催された。また、
９月には、合宿を通し
て、子どもたち自身が権
利を学び、次年度に行う
公聴会での意見表明に向
けて勉強会を行った。

12,591 家庭支援課 50

（新）「とっと
り未来創造タス
クフォース」の
設置

県庁内に他部局から独立した専任の若手職員（20～30
代）によるタスクフォースを設置し、子育て施策等の
企画・立案等の活動を行う。

令和５年７月２８日付組
織改正でタスクフォース
を設置したところであり
今後県庁改革に向けて子
育て施策等様々な施策を
企画・立案していく。

ー 人事企画課 51

活動機会、場所の提
供

未来につなぐ高
校生活支援事業
（とっとり夢プ
ロジェクト事
業）

創造力とチャレンジ精神を持った高校生の自由な発想
での主体的な企画、活動を支援することにより、高校
生の自主性や個性を伸ばすとともに、学校や地域の活
性化につなげるため、県内の高校、特別支援学校高等
部及び高等専門学校に在籍する個人又はグループで行
う自主的な活動に助成する。

15企画の応募の中、審査
の結果、8企画を採択し支
援した。

2,000 高等学校課 52

子育て王国とっ
とり推進事業
（こども王国わ
くわく体験隊事
業）

子どもの減少に伴って、子ども会活動が低調になって
おり、集団活動、体験活動、子ども会の会員同士の交
流を図る全県的なイベントを開催することによって、
子ども達の活動の機会を設けるとともに、育成者の経
験の場を設け、県内の子ども会活動の活性化に繋げ
る。

鳥取県子ども会育成連絡
協議会に事業を委託。
本年度は10月21、22日に
「こども王国わくわく体
験フェスタ」として、防
災体験、星取体験、工場
見学、空港見学等を実施
予定。

1,946 家庭支援課 53

レクリエーショ
ン活動支援事業

レクリエーションを県民・地域に普及・定着させ、県
民の豊かな余暇活動を推進するため、全県的な活動を
行う鳥取県レクリエーション協会が行う事業に対し補
助を行う。

様々なレクリエーション
を体験できる機会を提供
すると共に、大会運営・
レクリエーション普及を
行うボランティアを養成
するため、第２２回鳥取
県レクリエーション大会
として、７月から３月ま
で県内の複数の会場で実
施する。

1,752 家庭支援課 54

児童養護施設等
と連携した自然
体験活動推進事
業

県内児童養護施設及び母子生活支援施設を対象に、県
立青少年社会教育施設等で、自然観察やキャンプ等の
自然体験活動を実施する。

県内４施設が体験活動を
実施（R5.9.7時点）。Ｒ
５年度は１１月末までに
延べ１０施設の体験活動
の実施を計画中。

452 社会教育課 55

地域づくり活動
団体交流会
「とっとりサタ
デーブランチ」
の開催

高校生や大学生などによる地域づくり活動を応援する
ため、地域づくり活動に興味ある学生や学生の地域づ
くり活動を応援したい大人など、「参加者同士が知り
合いになる（つながる）」ことを目的に、気軽に立ち
寄れるオンラインカフェを開催する。

高校生から社会人までを
対象に3回開催し、延べ21
名が参加。地域づくり活
動の継続やネットワーク
づくりにつながった。

ー 県民参画協
働課

56

令和新時代創造
県民運動推進事
業（令和新時代
創造県民運動推
進補助金）

10～25歳までの若者グループが行う地域づくり活動
（若者による新規、試行的な事業、従前の取組を拡充
する事業）に「若者チャレンジ型補助金」を交付す
る。

若者チャレンジ型補助金
の令和5年の一次募集分と
して3件採択済み。

600 県民参画協
働課

57

令和新時代創造
県民運動推進事
業（令和新時代
創造県民運動活
動表彰）

県内で、それぞれの地域や団体等の特性などを活か
し、意欲を持って地域づくり活動を積極的に展開して
いる団体又は個人の優良事例を表彰する。

令和6年2月に実施予定の
表彰式にむけて、対象事
業を現在募集中。

200 県民参画協
働課

58

とっとり県民活
動活性化セン
ター事業

ボランティア活動、地域づくり活動、ＮＰＯ活動を総
合的に支援するとともに、ＮＰＯ、行政、企業、大
学、自治組織等多様な主体との連携・協働を行う（公
財）とっとり県民活動活性化センターの運営費等を助
成する。

センターに委託し、NPO等
の育成・活動基盤の強化
や地域づくり活動に取り
組む人材の育成を推進し
ている。
・専門家派遣：派遣回数4
回
・基盤強化のためのセミ
ナー開催：3回
・相談対応件数：95件
・助成金情報等を「令和
新時代創造県民運動サイ
ト」に掲出：随時更新
[※R5.8月末時点]

62,933 県民参画協
働課

59
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まんが王国とっ
とり国づくり事
業

・県発の国際マンガコンテストを継続開催し、人材育
成と海外ネットワークの拡大を図る。
・国際声優コンテスト鳥取大会を開催し、声優を目指
す中高生に、夢へチャレンジする機会を提供する。

・第12回国際マンガコン
テストを募集し、海外を
含む多数の応募があっ
た。表彰式を令和6年2月
に実施予定。
・「国際声優コンテスト
『声優魂』inまんが王国
とっとり」を8月26日に開
催し、県内外の中高生が
活躍する機会を提供し
た。

62,702 まんが王国
官房

60

とっとりの文化
芸術活動支援関
係事業

◆青少年のための弦楽入門講座開催支援
・青少年の弦楽活動のすそ野の拡大を目的とする活動
を助成する。
◆鳥取県アートスタート活動支援
・０歳から小学校入学前の乳幼児を対象とした作品鑑
賞、創造体験又は公演鑑賞の機会を提供する団体の活
動を助成する。

・東部、中部で弦楽講座
を開催。

・市町村と連携して支援
し、子ども向けコンサー
トや人形劇など、12事業
が実施予定。

3,400 文化政策課 61

文化芸術団体活
動支援関係事業

◆芸術鑑賞教室開催補助金
県内の高校、特別支援学校の生徒を対象に、学校の体
育館や文化施設での芸術鑑賞機会を提供する事業を実
施する。

学校からの要望を伺いな
がら伝統芸能（能、神
楽）、音楽、演劇等の公
演実施の調整を行い、県
内高校・特別支援学校の
計６校が鑑賞予定。

10,000 文化政策課 62

アートで花ひら
く地域活性化事
業

◆（新）演劇を活用したコミュニケーション力等向上
 等事業
・小学生、中学生、特別支援学校の児童・生徒、福祉
作業所の通所者を対象としたコミュニケーションワー
クショップの実施と公演鑑賞（鳥の劇場への委託によ
り実施）
◆表現ワークショップ（トリジュク）開催事業

・希望のあった事業所及
び学校（計7箇所）と、11
月以降の実施に向けて調
整中。

・鳥の劇場が実施するト
リジュクは、鹿野学園と
青谷高校において6月から
12月まで実施予定。

9,000 文化政策課 63

第２１回鳥取県
ジュニア美術展
覧会開催事業

鳥取県の児童・生徒等の創作作品を発表する場を提供
し、出展機会を拡大することで、芸術文化活動への意
欲を高め、県内の青少年の美術活動の振興を図る。

作品を募集し、12月～1月
に県内3会場で巡回展を開
催予定。

17,931 文化政策課 64

（新）若者がつ
なぐトットリ
ボーン！促進事
業

2030～2050年の脱炭素社会の主役となる若者（30代以
下の社会人や学生及び子育て世代）をターゲットに、
脱炭素社会の実現に向けて『とっとりエコライフ構想
（愛称：トットリボーン！）』を推進する。
◆トットリボーン！e Action Game
・若者が再エネ等に興味を持つきっかけ作りを目的と
したイベントを開催し、家庭への太陽光発電設備の導
入やEVへの乗り換えを促進する。
◆トットリボーン！使節団
・県内の大学生から選抜したメンバーがCOPを訪問し、
鳥取県や自らの取組などを発信する使節団を派遣す
る。
◆若者に任せろ！トットリボーンドミノキャラバン
・市町村等が実施する、若者提案の事業又は若者を
ターゲットとしたモデル事業や普及啓発事業を支援す
る。

◆トットリボーン！e
Action Game
・若者に身近な音楽や
ゲームを通じ再エネを体
感できる「再エネフェス
タ（仮）」や再エネを学
ぶ「再エネ体験フェア
（仮）」を開催予定。
◆トットリボーン！使節
団
・COPへ派遣する学生を募
集し、選抜を行った。COP
訪問に向けて、派遣学生
に対し、本県や世界の気
候変動に対する取組の現
状等の研修を実施。
◆若者に任せろ！トット
リボーンドミノキャラバ
ン
・市町村が行う若者への
中古EV普及事業や脱炭素
セミナー、ワークショッ
プなどの啓発事業への支
援を実施。

24,271 脱炭素社会
推進課

65

情報の収集と発信 【再掲】子育て
王国とっとり推
進事業（子ども
専用ウェブサイ
ト事業）

・「シン・子育て王国とっとり」づくりに子どもや若
者の意見を反映させるため、子育て王国専用サイト
「キッズポートットリ」の専用フォーム等により広く
若者の意見を募集する。
・学校紹介、企業訪問など子どもレポーターが自ら取
材、記事の作成を実施する。その他、出前授業等の風
景を動画撮影し、編集指導の上ＹｏｕＴｕｂｅにアッ
プし、サイトに掲載するコンテンツも主体的に子ども
が作成する。
・小学生等が参加可能なイベント情報、ヤングケア
ラーやいじめ不登校総合対策センター等の相談窓口な
どを一元的に掲載する。

・7/11に専用フォーム
（トリバコ）が完成し、
チラシ配布やSNS配信等で
周知を行い意見募集を開
始した。(8/23時点：140
件)
・保育のお仕事を体験す
るをテーマに小学生高学
年から中学生を対象に
ワークショップを実施。
(8/4,8/9 各6名)
サイトにアップする記事
は、主に参加者が体験を
通して考えたことや、
思ったことを先生にイン
タビューしたことについ
て掲載予定。子ども目線
で保育士の魅力について
発信する。
・イベント情報、相談窓
口をサイトトップページ
に掲載。県の所管してい
る各担当課HPとリンクさ
れている。

3,362 子育て王国
課

66
(48)
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令和新時代創造
県民運動推進事
業（令和新時代
創造県民運動情
報発信事業）

県のホームページ、ＳＮＳ、メディア広報等により、
令和新時代創造県民運動を広く発信することで県民へ
の浸透を図る。

地域づくり団体を紹介等
する新聞記事を20回/年掲
載するとともに、令和新
時代創造県民運動WEBサイ
トや各種SNSでの情報発
信、各団体が実施するイ
ベント等の県政記者室へ
の資料提供等を実施。

4,072 県民参画協
働課

67

取組施策 事業名 令和５年度の実施計画 実施状況 R5予算額
（6月補正後)

担当課
番
号

世界的に活躍するグ
ローバル人材の育成

国際交流推進事
業

本県の友好交流地域である韓国江原道、中国河北省及
び吉林省、モンゴル中央県、台湾台中市、米国バーモ
ント州、ジャマイカウェストモアランド県等との交流
を推進するため、青少年の交流事業等を実施する。

友好交流地域である次の
地域と学校間交流等の青
少年交流を実施した。韓
国江原道（派遣１回）、
中国河北省及び吉林省
（受入１回、派遣１
回）、モンゴル中央県
（派遣１回）、台湾台中
市（派遣１回）、ジャマ
イカ（オンライン交流２
回）

106,262 交流推進課 68

世界に羽ばたく
人材育成事業
（グローバル
リーダーズキャ
ンパス事業）

スタンフォード大学が提供する高校生向けの通信教育
プログラムの仕組みを活用し、県内高校生（最大30
人）がオンラインで１年間受講する。

・30人（県立７校22人、
私立５校8人）の生徒が受
講生、５人（県立２校４
人、私立１校１人）が聴
講生として参加中。
・令和４年度最優秀受講
生が８月にスタンフォー
ド大学で行われた表彰式
に参加し、表彰を受ける
とともに、発表を行っ
た。

14,350 高等学校課 69

国際バカロレア
開校事業

令和５年度に一期生が入学し、令和６年度から授業が
本格的にスタートする倉吉東高校の国際バカロレア教
育の推進に向けて、令和５年度中に必要な学習環境の
整備を行うとともに、引き続き国際バカロレア教育を
指導する人材の育成及び国際バカロレア教育の認知度
向上及び機運の醸成に向けた広報活動等を随時行う。

・学校内でのワーク
ショップや校外ワーク
ショップへの教員派遣に
より、教員のライセンス
取得を進めている。
・中学生対象の体験授業
や、校内校外に向けて説
明会を行い広報活動を進
めた。
・１年生に対し体験授業
や保護者も含めた個別相
談会、奨学金説明会等を
行い、国際バカロレア系
への理解をサポートし
た。

35,174 高等学校課 70

（新）ＡＬＴ等
を活用した英語
によるコミュニ
ケーション能力
向上事業

◆ネイティブスピーカーと過ごす中高生合同の英語で
の発信力養成キャンプ
・中学校及び高校学校の生徒が、３日間にわたり目的
別のレッスンを受講し、外部講師やALT等のネイティブ
スピーカーの支援を受けて、英語のスピーキング力を
高める。
◆ネイティブスピーカーとのオンラインスピーキング
・県内公立中学校の１～３年生全生徒を対象に、外国
人講師とマンツーマンでのオンライン英会話レッスン
（教科書準拠のプログラム）を活用し、各自治体と連
携して中学生の「話すこと」の力を伸ばす取組を推進
する。

◆Tottori English
Challenge Progrm 2023の
実施
・令和５年８月１１日
（金）、１２日（土）、
１３日（日）に鳥取県立
倉吉体育文化会館を会場
に開催し、中学生及び高
校生計５１名が参加し
た。
◆鳥取県ネイティブス
ピーカーとのオンライン
スピーキング支援事業と
して、申請のあった複数
の市町村に補助を行って
いる。

15,942 小中学校課 71

次世代をリードする
高度ＩＣＴ人材、科
学技術イノベーショ
ン人材の育成

科学の甲子園
ジュニア鳥取県
大会開催費

「科学の甲子園ジュニア鳥取県大会」を開催し、県内
の中学生が、理科、数学等における複数分野の競技に
協働して取り組むことを通じて科学を学ぶことの意義
を実感できる場を提供する。

鳥取県大会を令和５年８
月１７日に開催し、２５
チーム７３名が参加し
た。１２月には県代表２
チームが全国大会へ出場
する。

622 小中学校課 72

教育指導連絡調
整費（鳥取県小
中学生科学研究
表彰審査会）

児童生徒から科学技術研究に関する研究記録書を募集
し、優秀者を表彰する。

令和５年１２月８日に鳥
取県小中学生科学研究表
彰審査会を開催し、優秀
な科学技術研究に対して
表彰を行う予定である。

97 小中学校課 73

（イ）鳥取から未来を切り拓く若者を応援
【取組の方向性】
　鳥取から世界に羽ばたき、鳥取と世界の架け橋となることができる国際的な人材を育成するため、語学力、コミュニケーション能力、チャレンジ精神
等を培う教育を推進するとともに、多様な文化に触れることのできる環境を整えます。
　また、理科や数学が好きな子どもの裾野を拡げ、才能を見いだし伸ばす施策を実施し、科学技術・情報通信等の分野で世界をリードする若者を育成・
支援します。さらに、国際的に活躍する次世代のアスリートや新進芸術家等の育成を図ります。
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私立学校支援等
事業

◆鳥取県版スーパーサイエンスハイスクール事業
・科学研究発表会や科学的思考力等の育成に関する先
進的な取組を要件とする鳥取県版ＳＳＨ事業を設け、
事業効果などを審査し、効果があると認められる計画
について採択・補助する。

○国のスーパーサイエン
スハイスクール認定に向
けた準備として、アドバ
イザーの謝金、課題研究
の実施に係る機器使用料
や消耗品等に対して補助
している。
・対象校：湯梨浜学園

1,011 総合教育推
進課

74

学術振興・人材
育成事業

◆未来に役立つ「ものづくり教育」実践事業
・ものづくりや科学技術に触れることのできる場の提
供を行い、技術や科学への理解・関心を増進する事を
目的とした「ものづくり道場」の活動を支援
◆楽しむ科学まなび事業
・科学の基礎となる数学や、科学の楽しさ、面白さを
教える小中学生を対象とした体験型ワークショップな
どを開催する団体への支援
◆ジュニア郷土研究応援事業
・児童生徒による郷土・地域社会などに関する研究、
地図作品の発表・展示、人文社会学者による講演等に
よる「鳥取県ジュニア郷土研究大会」を委託実施

○未来に役立つ「ものづ
くり教育」実践事業
・8月20日に東部地区で
ジュニアリーダー養成講
座を開催し、中高生9名が
参加した。
・9月～10月に中部地区で
大人を対象とした指導者
養成講座の開催を予定し
ている。
○楽しむ科学まなび事業
・8月～12月に東中西部地
区で、科学の基礎となる
数学や、科学の楽しさ、
面白さを教える小中学生
を対象とした体験型ワー
クショップ、科学実験教
室などの開催を予定して
いる。
○ジュニア郷土研究応援
事業
・10月～11月に東中部地
区で地図作品巡回展示を
実施予定しているほか、
12月16日にとりぎん文化
会館で鳥取県ジュニア郷
土研究大会の開催を予定
している。

4,491 総合教育推
進課

75

私立学校教育振
興補助金

私立学校の教育条件の維持向上、保護者の教育費負担
の軽減及び学校経営の安定化を図り、各私立学校の特
色のある取組を支援する。

私立高等学校８校、中学
校３校、専修学校１４校
を対象に運営費等の補助
を行っている。

1,960,608 総合教育推
進課

76

スーパー工業
士・ものづくり
ＡＩ実装人材育
成事業

◆スーパー工業士育成応援事業
・工業高校の生徒を対象に、ＡＩをはじめとするデジ
タル技術を活用し、生産現場の高度化や新しいものづ
くりを実現する素地を持つ将来の地域のものづくり人
材を「スーパー工業士」として認定し、各種支援措置
を通じて、キャリア形成を支援する。

令和４年10月から19名の
高校生が認定プログラム
を受講し、令和５年８月
に18名を「スーパー工業
士」として初認定。

7,705 産業人材課 77

県内産業基盤・
ＤＸ化事業

◆先端技術人材交流・育成拠点化事業（大学）
・県内学術機関（大学）において、大学生を対象とし
たIoT人材育成プログラム（セミナー、教材開発・学生
向け実践展開）を実施する。
◆先端技術人材・ＩｏＴ活用スキル育成事業（高校
等）
・令和４年度に必修化されるプログラミング教育「情
報１」では学習しない「コンピュータを使ってセン
サー等を制御する」といったＩｏＴ活用授業を、外部
専門家等に委託して実施し、将来を担うＩｏＴ技術人
材の育成につなげる。
◆IoTスキルアップチャレンジ事業
・小学生から社会人までを対象に、IoT技術のすそ野を
広げるスキルアップイベント（ハンズオン支援・アイ
デアソン等）を開催する。

・小学生から社会人まで
を対象に、IoT技術のすそ
野を広げるスキルアップ
イベントでは、平成29年
度から実施しているWeb×
IoTメイカーズチャレンジ
を今年度も実施予定（令
和4年12月～令和5年1
月）。
・また、鳥取大学と連携
して、大学生を対象とし
たIoT人材育成プログラム
を実施中。
・ほか、鳥取県情報産業
協会に委託し、各種研修
を実施している。

46,349 産業未来創
造課

78

トップレベルで活躍
する次世代アスリー
トの養成

競技力向上対策
事業

◆ジュニア期の競技力向上対策
　本県中学生・高校生等のジュニア期の競技者が、国
内外の大会で活躍できるよう、競技者や指導者の育
成・支援を行う。また、幼児期の運動能力向上のため
の取組を行う。
・幼児の運動能力向上
・わかとりっこ育成（小学生を対象にしたスポーツ教
室、トップアスリートとの交流及び小学生人材の発
掘）
・ジュニア指導者講習会
・カテゴリー別合同練習会
・ジュニアクラブチームの育成・支援
・運動部活動の活性化
・県内優秀アスリート受入支援
・特別ジュニア選手指定強化
・鳥取ジュニアアスリート育成強化
・指導者の育成

【幼児の運動能力向上】
・令和15年度開催予定の
国スポ少年選手の対象と
なる令和3年度から5年度
までの保育園・幼稚園に
おける幼児（年長さん）
の運動神経・身体能力の
向上に繋げる為、年間20
園へ運動指導の専門家を
派遣。
【ジュニアクラブチーム
育成・支援】
・各競技団体が小中高の
一貫指導体制
を整え、ジュニアの育
成・強化をするクラブ
チームを支援。
【ジュニアアスリート育
成強化】
・小学6年生から高校3年
生までのジュニアアス
リート認定選手が県内外
への強化合宿等に必要な
経費を支援。

280,398 スポーツ課 79
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いざ世界の大舞
台へ！トップア
スリート強化支
援事業

◆ジュニアアスリート育成事業
・世界の舞台で活躍できる可能性を秘めたジュニア競
技者・パラジュニア競技者を発掘し、育成に繋げる。

【ジュニアアスリート発
掘】
・小学生4年生を対象に、
県の指定する国体・オリ
ンピック14競技で国体・
オリンピックなどトップ
アスリートを目指す選手
の発掘を行う。
・各競技団体の希望によ
り、小学校5年生から高校
1年生までを対象としたト
ライアウトで選手を発掘
する。
・小学生4年生以上を対象
に、パラ競技に取組む競
技者の発掘を行う。

47,208 スポーツ課 80

（３）互いに支え合う関係づくり

取組施策 事業名 令和５年度の実施計画 実施状況 予算額
（6月補正後)

担当課
番
号

情報の提供、マッチ
ングの推進

令和新時代創造
県民運動推進事
業

令和新時代創造県民運動総合サイト・県ボランティア
総合情報サイト（ボランとり）によるボランティア情
報等の提供

9月26日時点でボランとり
により、ボランティア募
集情報を60件発信。

13,435 県民参画協
働課

81

支え愛ボラン
ティア養成・福
祉教育推進事業

支援が必要な方が地域で安心して暮らしていくことが
できる環境を整備するため、ボランティア運営人材の
養成などを行い、県民のボランティア活動を一層活性
化することにより、地域での支え合いの担い手を確保
するため、県社協が実施するボランティアや人材育成
などの「支え愛ボランティア養成組織化事業」に対し
助成する。

ボランティアバンクへの
登録を募集し、若年層の
登録者数が増加した。若
年層のバンク登録を進め
ていくため、学生参加に
よるイメージアップ会議
を開催し、その意見を基
に広報素材を作成し、バ
ンクをPRする予定。福
祉・介護分野への進路・
進学の参考や地域福祉活
動の参加の機会づくりを
目的としてボランティア
体験事業を実施した。

12,193 福祉保健課 82

活動への支援 令和新時代創造
県民運動推進事
業（県民と共に
考える地域の未
来創造事業）

市町村を跨いだ地域づくり団体が広域的に連携したグ
ループが、自分たちが住む地域の未来にとって必要だ
と考える地域活性化プランを県と協働して練り上げ、
自ら事業を実施する活動に対して支援を行う。

9月末まで事業募集し、そ
の後、採択されたプラン
の事業実施を行う。

1,456 県民参画協
働課

83

第１４回とっと
り伝統芸能まつ
り共催開催事業

次世代を担う青少年へ郷土芸能・伝統芸能を引き継ぐ
こと等を目的として、伝統芸能団体が演技を披露する
「とっとり郷土芸能まつり」を開催する。
※(公財)鳥取県文化振興財団主催の「鳥取県青少年郷
土芸能の祭典」との共催事業として公演を実施

10月21日(土)米子市文化
ホールにて、県内外６団
体による郷土・伝統芸能
を披露する催事を開催予
定。

4,084 文化政策課 84

【再掲】子育て
王国とっとり推
進事業（こども
王国わくわく体
験隊事業）

子どもの減少に伴って、子ども会活動が低調になって
おり、集団活動、体験活動、子ども会の会員同士の交
流を図る全県的なイベントを開催することによって、
子ども達の活動の機会を設けるとともに、育成者の経
験の場を設け、県内の子ども会活動の活性化に繋げ
る。

鳥取県子ども会育成連絡
協議会に事業を委託。
本年度は10月21、22日に
「こども王国わくわく体
験フェスタ」として、防
災体験、星取体験、工場
見学、空港見学等を実施
予定。

1,946 家庭支援課 85

みんなで取り組
む農山村保全活
動支援事業

◆とっとり農山村資源保全活動推進事業
・創意工夫による効果的な学生等のボランティア派遣
や保全活動が行われ農村の保全・活性化につながるよ
うに、「農山村ボランティア」を募集・派遣する。

東部派遣地区数17地区
　計27回派遣
中部派遣地区数8地区
　計16回派遣
西部派遣地区数12地区
　計25回派遣
（※令和5年8月末時点）

10,019 農地・水保
全課

86

ともに生きる
「あいサポート
企業・団体」拡
大事業

障がい者差別解消に取り組んでいくため、あいサポー
ト企業拡大推進員を配置し、あいサポート企業・団体
の拡大を推進するとともに、民間事業者の「合理的配
慮提供」の環境づくりの支援、法やあいサポート運動
についての普及啓発やあいサポート精神（障害者差別
解消法）の理解を深めるための研修会の開催等を行
い、地域共生社会に向けた取組みを推進する。

あいサポート企業拡大推
進員の取り組みにより、
あいサポート企業数が大
きく伸びた。また、11月
にはあいサポート精神や
障害者差別解消法をテー
マとしてシンポジウムを
開催する予定。

12,964 障がい福祉
課

87

社会教育関係団
体による地域づ
くり支援事業

社会教育関係団体の教育力を活用し、健やかに子ども
たちを育む地域づくりを促進し、また、家庭・地域の
教育力向上につなげるため、社会教育関係団体の人財
育成等に対して補助を行う。（対象：鳥取県PTA協議
会、鳥取県高等学校PTA連合会、鳥取県連合青年団、
ガールスカウト鳥取県連盟、日本ボーイスカウト鳥取
連盟、鳥取県子ども会育成連絡協議会、鳥取県連合婦
人会）

全県的な組織を有し、県
の施策に合致した活動を
展開している公共性のあ
る社会教育関係団体を対
象に、人材育成等に要す
る活動経費の一部を助成
している。

7,362 社会教育課 88

（ア）地域活動やボランティア等の活動に取り組みやすい環境整備
【取組の方向性】
　子ども･若者の地域活動を指導し、支える大人の活動を支援します。
　また、全ての子ども･若者に多くの分野のボランティア情報を提供し、マッチングを推進します。
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取組施策 事業名 令和５年度の実施計画 実施状況 R5予算額
（6月補正後)

担当課
番
号

学校等における主権
者教育

議会費 ◆高校生議会開催事業
・若い世代の県政・県議会への関心を高める取組を促
進し、併せて開かれた県議会をＰＲするため、高校生
を対象とした高校生議会を開催する

県内の８校の高校生が参
加し、高校生議会（8/1)
を実施した。

775 議会事務局 89

選挙管理委員会
費

選挙が明るく、正しく行われるように、常にあらゆる
機会を通じて、選挙人の政治・選挙の意識の向上を図
るため、各種研修会等を実施するとともに、若者の政
治を含めた社会に対する関心を高めるため、県内の高
等教育機関や公私立学校が実施する主権者教育に関す
る講演会、座談会、討論会等の実践的な主権者教育の
実施を支援する。
◆研修会の開催、講師派遣等
◆啓発冊子等の作成
◆選挙出前講座の実施

〇市町村選挙管理委員会
と連携し、県内高校等に
おいて選挙の意義や方法
等に関する選挙出前講座
を開催した。
〇啓発冊子「政治と選
挙」を作成し、新有権者
となる全ての高校3年生に
配布した。

5,091 選挙管理委
員会事務局
（市町村
課）

90

ふるさとキャリ
ア教育充実事業

生徒一人ひとりが、将来、社会的に自立していくため
に、必要かつ基盤となる能力や態度を育てるために、
校内外の連携を踏まえたふるさとキャリア教育をすべ
ての県立高校で実施し、夢や希望に向かって果敢に
チャレンジし、将来の日本や鳥取県に貢献する気概の
ある生徒を育成する。
・中学生のための高等学校理解促進・進路指導資料
「輝け！夢」ほか

・キャリア教育推進協力
企業として新たに３社と
締結。
・中学生のための高等学
校理解促進・進路指導資
料「輝け！夢」を作成
し、県内中学校（中等
部）２年生全員に配布予
定(10月)。

1,184 高等学校課 91

未来につなぐ高
校生活支援事業
（高校生マナー
アップ推進事
業）

高校生の社会の一員としての望ましい在り方・生き方
の自覚を高め、高校生の規範意識の向上を図るため、
大人が手本となり、県民全体で高校生を見守り育てる
運動を展開する。

・高校生等の規範意識を
育成し、社会の一員とし
ての自覚を高めるため、
「高校生あいさつ交通マ
ナー運動」を、令和５年
度より開始(9/21(木)に実
施済み)。

50 高等学校課 92

（４）職業生活のスタートを応援

取組施策 事業名 令和５年度の実施計画 実施状況 R5予算額
（6月補正後)

担当課
番
号

人材育成の推進 職業訓練事業費 ◆職業訓練事業
　新規学卒者、離職者及び在職者等を対象として、産
業人材育成センター倉吉校・米子校において職業訓練
を実施。
◆障がい者職業訓練事業
　障がい者を対象として、倉吉校・米子校において職
業訓練を実施。
◆職業訓練生託児支援事業
　倉吉校、米子校が実施する職業訓練の訓練生が、職
業訓練期間中に子どもを保育所等において託児する場
合の経費の一部を支援する。

新規学卒者、離職者及び
在職者等を対象に各種職
業訓練を実施。令和５年
８月末時点で、556名が職
業訓練を受講。

872,245 産業人材課 93

（新）とっとり
リモートワー
カー育成・実践
事業

女性や求職者の方などを対象に、複数のリモートワー
クを１つの会社のように地域で受注し、時代にマッチ
したデジタルスキルを学ぶとともにリモートワークを
チームでシェアしながら取り組むことで実践的なリ
モートワーカーを育成する。併せて、育成した人材に
対し業務をアウトソーシングする県内企業の創出にも
取り組んでいく。

高単価で時間や場所の制
約が少ない新しい働き方
であるリモートワーカー
を育成する本事業は令和5
年度より開始。定員50名
に対し185名の応募があっ
た。定員増を実施し、選
考を通過した55名が9月よ
りプログラムを受講中。

14,000 産業人材課 94

（新）建設人材
確保に向けたＤ
Ｘ活用ＰＲ事業

・県内の建設産業就職を促すため、専門高校の学生を
対象として今後活用される新技術を体験研修
・土木遺産等をきっかけとした小中学生へ建設産業の
魅力発信

・建設技術実証フィール
ドでの研修を11月に実施
予定（鳥取工業高校）
・民間講師による土木の
魅力を伝える講座を6月に
実施（湯梨浜中学校）

3,500 技術企画課 95

（イ）主権者教育の推進
【取組の方向性】
　選挙権年齢が満１８歳以上に引き下げられ、令和４年度からは、高等学校公民科の「公共」が必履修科目となりました。これまでのように知識を学ぶ
だけではなく、若者が主権者として社会に参加するために必要な判断力や様々な社会的課題に対して適切に判断し、解決する力を身につけることが重要
となっています。
　若者が、自らが暮らしている地域の在り方を踏まえ、地域社会の担い手として、公共の精神を育み、行動につなげていくことができるよう、主権者教
育に努めます。

（ア）「雇用のミスマッチ」の解消
【取組の方向性】
　企業が必要とする人材や雇用の条件と若者の希望が合わないことが、若者の早期の離職の原因のひとつであるため、雇用のミスマッチを招く「働くこ
とに関する具体的な情報の不足」や、若者の「職業観が確立していない」「自分に期待されるものが分からない」「職業意識の低下」等を解消する取組
を推進します。
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情報提供による就職
支援の推進

鳥取県立（鳥
取・倉吉・米
子・境港）ハ
ローワーク管理
運営事業

県の「産業施策」「雇用施策」「移住施策」と一体と
なった求人・求職支援により、「若者」「女性」「中
高年者」の活躍推進、「IJUターン就職」「企業サポー
ト」など地域の課題解決に向けた求人・求職マッチン
グを行う。

・「鳥取県立ハローワー
ク」を鳥取、倉吉、米
子、境港、東京、大阪に
設置
・担当者制による一貫サ
ポート、若者の就職意
欲、就職率アップや職場
定着を目指したセミナー
開催、企業説明会による
マッチング機会の提供、
出張相談会など実施
・採用決定者数（全
体）：928人、相談件数
（全体）：18,990件
（R5.4～8月末現在）

72,798 県立鳥取ハ
ローワーク

96

（新）県立ハ
ローワーク
「キャリアデザ
インLab（ラ
ボ）」設置事業

県立ハローワーク内に、新たな機能として「キャリア
デザインLab（ラボ）」を設置し、積極的に求職活動を
行っている者への就労支援に加え、様々な理由から求
職活動に至っていない者（求職活動未満の潜在労働
者）にも支援を拡充する。

・R5.7.18に県立ハロー
ワーク（鳥取、倉吉、米
子の3か所）に開設
・求職活動未満の潜在労
働者に対し、実務経験豊
富なキャリアコンサルタ
ントが働きかけや掘り起
こしを実施
・現在、潜在労働力の参
加が見込まれる育児相談
会などに出向き、アウト
リーチ型による働きかけ
や広報活動を集中的に実
施

10,142 県立鳥取ハ
ローワーク

97

就職氷河期世代
活躍支援事業
（求職者と受入
企業とのマッチ
ング創出）

就職氷河期世代の活躍の場を広げ、各界一体となった
支援を行うため、「とっとり就職氷河期世代活躍支援
プラットフォーム」と連携し、就職氷河期世代の県内
での就労促進に向けた支援に取り組む。

・求職者・企業向けセミ
ナーの開催（時期未定）
・オンライン企業見学ツ
アーの開催（時期未定）
・求職者の正規雇用就職
に向けた企業に対する補
助金の支給
・県外求職者に対する就
職活動経費の助成
・関係機関連携した就職
氷河期世代支援に取組む
市町村に対する補助金の
支給

12,012 雇用・働き
方政策課

98

キャリア教育の推進 【再掲】ふるさ
とキャリア教育
充実事業

生徒一人ひとりが、将来、社会的に自立していくため
に、必要かつ基盤となる能力や態度を育てるために、
校内外の連携を踏まえたふるさとキャリア教育をすべ
ての県立高校で実施し、夢や希望に向かって果敢に
チャレンジし、将来の日本や鳥取県に貢献する気概の
ある生徒を育成する。
・中学生のための高等学校理解促進・進路指導資料
「輝け！夢」ほか

・キャリア教育推進協力
企業として新たに３社と
締結。
・中学生のための高等学
校理解促進・進路指導資
料「輝け！夢」を作成
し、県内中学校（中等
部）２年生全員に配布予
定(10月)。

1,184 高等学校課 99
(91)

「ふるさとキャ
リア教育」推進
事業～鳥取大好
き！プロジェク
ト～

鳥取県に誇りと愛着を持ち、予測困難な社会の変化に
対応しながら、職業的・社会的に自立し、自分らしい
生き方を実現するとともに、将来にわたりふるさと鳥
取を思い、様々な場面でふるさと鳥取を支えていくこ
とができる児童生徒を育成していく「ふるさとキャリ
ア教育」の充実を図る。

・地域と連携したふるさ
とキャリア教育推進校の
鳥取市立青谷中学校で令
和５年８月１７日に講師
を招聘し小中合同研修会
を行ったり、県外の先進
校に視察したりした。
・ふるさとキャリア教育
ＣＭコンテストの応募を
令和５年１０月２日から
開始する。
・鳥取県内修学旅行支援
事業として倉吉市、日野
町の計１３校の小学校の
バス代を補助した。

5,523 小中学校課 100

（新）ふるさと
鳥取　見る・聞
く・体験　魅力
発見・発信推進
事業

・鳥取県にあるいろいろな仕事を見学、体験すること
で、子どもたち自身が働くことの意味ややりがいを知
り、自分の将来について深く考えるきっかけとするた
め、小学校４年生以上の児童とその保護者を対象に
「とっとりのミリョク発見！発信！親子でおしごと体
験ツアー」を実施する。
・また「ふるさとキャリア教育フェスティバル
（仮）」を開催し、見学や体験で得た学びを自由研究
や動画により発信する。

・「とっとりのミリョク
発見！発信！親子でおし
ごと体験ツアー」を令和
５年７月３１日に東部地
区、８月１日に西部地
区、８月２日に中部地区
で開催した。
・「ふるさとキャリア教
育フェスティバル
（仮）」を１月末に開催
し、ツアーの成果発表や
講演会等を行う予定であ
る。

947 小中学校課 101
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技能振興事業 ◆とっとりの技能魅力発信事業補助金
・鳥取の次世代を担う子どもたちに、将来の職業とし
てものづくりの世界を目指す動機付けとするため、鳥
取県技能祭において、小中高校生等を対象にしたもの
づくり体験教室等のブース出展に要する経費を補助す
る。
◆若年者等への技能承継事業
・県技能士会連合会と技能士団体等で構成する共同体
に補助を行い、型枠、とび、鉄筋、板金、建築大工等
の業種において若年者を期間雇用し、現場での訓練や
集合研修により若年技能者を育成したうえで正規雇用
化を図る。

10月22日(日)に４年ぶり
にポリテクセンタ－鳥取
で開催予定。
また、技能承継事業につ
いては８名が訓練を受講
中。

104,514 産業人材課 102

（新）「地域の
魅力×インター
ンシップ」拡大
推進事業

低学年のうちから早めに県内企業を認知し、県内就職
を意識してもらうことを目的にインターンシップを実
施する。また学生が自ら企業にPRする「学生主役」の
マッチングイベントを実施することで、インターン
シップの利用を拡大し、学生の県内就職・県内定着に
つなげる。

・地域の魅力体感型イン
ターンシップ（県内及び
関西圏大学生と県内企業
ビジネスパーソンを交え
た交流会（R5.9月、R5.12
月）、長期有償型イン
ターンシップ参加県外学
生のアクティビティ経費
支援）の実施
・三省合意に対応したイ
ンターンシッププログラ
ムを作成する企業、複数
企業によるパッケージ型
プログラム開発に対する
専門家支援
・学生が企業にPRする
マッチングイベントの実
施

11,465 雇用・働き
方政策課

103

「ふるさと来
LOVEとっとり」
県内企業の魅力
発信・就業体験
支援事業

学生の就職活動や企業の採用活動のスケジュールに合
わせ、県内企業の魅力や情報を発信しつつ、県内外の
学生に就業体験を提供することで、若者の県内就職を
促進し、ひいては県内企業の人材確保につなげる。

・県内企業・県内就職の
魅力に係る情報発信：情
報誌発行(R6.3予定)、
ウェブでの情報発信、県
外大学等と企業との情報
交換会に対する補助金を
支給。
・とっとりインターン
シップの実施（R5夏実施
済、R5冬・R6春実施予
定）、企業向けにイン
ターンシップに係るセミ
ナーを開催
・企業情報・採用活動の
発信：企業紹介フェア
（R5.12予定）・企業見学
会（5回実施済）の実施、
特設サイトの開設及びSNS
発信、県内中小企業の求
人情報発信活動に対する
補助金の支給(採択済15
件)
・就職活動・採用活動の
支援：学生・保護者向け
セミナー(R5.12予定)、企
業向けセミナー（2回実施
済、R5.10以降2回実施予
定）の実施、企業の県外
学生への採用活動支援に
対する補助金の支給

85,765 雇用・働き
方政策課

104

スーパー農林水
産業士育成応援
事業

県内で農林水産業を学ぶ高等学校と地域の関係機関
（生産者、鳥取大学、農業大学校など）が連携しなが
ら、本県独自の技術認証スーパー農林水産業士制度を
導入するなど、より実践的な職業教育に取り組み、将
来の本県農林水産業を支える人材を育成する。

農林水産業を学ぶ高校生
25名（3年生：10名、2年
生：15名）から参加申し
込みがあり、長期イン
ターンシップ研修等の認
定プログラムに取り組ん
でいる。3年生について
は、今後、運営指導委員
会（スーパー農林水産業
士部会）での審議を経
て、スーパー農林水産業
士として認定を行う。

4,745 農林水産政
策課

105
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取組施策 事業名 令和５年度の実施計画 実施状況 R5予算額
（6月補正後)

担当課
番
号

雇用環境の整備 【再掲】働きや
すい鳥取県づく
り推進事業

県内企業が「働きやすい職場づくり」と「生産性向
上」を両輪とした「働き方改革」の具体的な取組を進
めるため、国・支援機関との連携、セミナーによる普
及啓発、企業の課題に応じた専門家派遣による基盤づ
くり支援等を行う。

・多様な人材活用等に係
るセミナー（R5.2）、多
様な働き方セミナー
（R5.10）、雇用シェア啓
発セミナー（未定）を実
施予定
・就業規則等整備支援の
ため専門家（社会保険労
務士）を派遣：男女共同
参画推進企業認定51件、
多様な働き方3件（R5.4～
9月末現在）
・雇用シェア契約締結支
援のため専門家（弁護
士）を派遣
・企業・雇用サポート
チーム会議での専門家に
よる企業への助言を実施
・企業の働きやすい職場
づくりに対し補助金を支
給：R4採択/R5実施4件(う
ち3件は事業完了)

13,667 雇用・働き
方政策課

106
(45)

相談機関の周知・活
用

【再掲】労働者
福祉・相談事業

鳥取県中小企業労働相談所（みなくる）を県内3か所に
設置し、労働者・経営者からの労働・雇用に関する相
談に対して、労働・雇用相談員により助言、情報提供
等を行い、労働問題の未然防止や適切な労務管理の推
進を支援する。

・中小企業労働相談所
（みなくる）において、
労働者・経営者からの労
働・雇用に関する相談に
対して、助言・情報提供
等を実施。（令和5年8月
末現在：1,322件）
・基礎的な労働関係法令
等に係るセミナーを県内
３地区で開催。（同8月末
現在：3回、延べ98人参
加）
・高等学校等教育機関か
らの要請に応じて出前セ
ミナーを実施。（同8月末
現在：4回、延べ144人参
加）
・啓発パネル等の展示を
公共施設等で実施。（同8
月末現在：5箇所）

34,071 雇用・働き
方政策課

107
(44)

取組施策 事業名 令和５年度の実施計画 実施状況 R5予算額
（6月補正後)

担当課
番
号

就労先の創出 （新）鳥取県産
業未来共創事業

１０年後の県内成長目標の達成に向け、県内産業の更
なる成長を図るため、研究開発から生産性向上、成長
投資の取組を一体的に支援する鳥取県産業未来共創条
例を新たに制定し、条例に基づいて認定を行った事業
者の設備投資等に対して、産業未来共創補助金を交付
する。
・産業未来共創補助金（県内大型投資の促進）
・先端的デジタル活用企業立地促進補助金
　（IT関連事業者等の立地促進）

・産業未来共創補助金
（一般投資型）認定１件

(制度創設) 立地戦略課 108

（新）コンテン
ツビジネス創出
「とっとりクリ
エイターズ・ビ
レッジ」プロ
ジェクト事業

本県における新たな産業としてデジタルコンテンツ分
野の創出を図り、デジタルコンテンツ産業を本県産業
の柱の一つとして成長させ、若年層の人材流出を防ぐ
とともに、県外・国外からの人材獲得につなげる。
＜デジタルコンテンツの例＞
・ｅスポーツやゲーミフィケーションに対応したゲー
ム開発
・メタバース技術を活用したビジネス展開（デジタル
ツイン、デジタルオフィス、教育・研修など）
・鳥取が誇る自然を絡めたコンテンツツーリズム　な
ど

・メタバース技術のビジ
ネス活用についてのセミ
ナーを令和5年12月に開催
予定。
・全国からクリエイター
を公募し、鳥取県に移住
して制作活動をサポート
するとっとりクリエイ
ターズビレッジ構想を推
進中。年度内に公募を始
める。

14,800 産業未来創
造課

109

（イ）労働環境の向上
【取組の方向性】
　長く働き続けるために、雇用主と労働者や関係機関が一体となって、働き方・雇い方のルールを守る雇用環境の整備を図り、あわせて、職場での困り
ごとやワークルールについて相談できる場の活用を図ります。

（ウ）雇用機会の確保（若者に寄り添った就業支援）
【取組の方向性】
　ライフスタイルに合ったいろいろな働き方が選択できるよう、それぞれの実情を踏まえたきめ細やかな雇用のマッチングを行い、若者の就業を支援し
ます。また、あらゆる分野で雇用の場の確保を図り、正規職員採用が促進されるよう努めるとともに、若者の職場定着を支援します。
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【再掲】「ふる
さと来LOVEとっ
とり」県内企業
の魅力発信・就
業体験支援事業

学生の就職活動や企業の採用活動のスケジュールに合
わせ、県内企業の魅力や情報を発信しつつ、県内外の
学生に就業体験を提供することで、若者の県内就職を
促進し、ひいては県内企業の人材確保につなげる。

・県内企業・県内就職の
魅力に係る情報発信：情
報誌発行(R6.3予定)、
ウェブでの情報発信、県
外大学等と企業との情報
交換会に対する補助金を
支給。
・とっとりインターン
シップの実施（R5夏実施
済、R5冬・R6春実施予
定）、企業向けにイン
ターンシップに係るセミ
ナーを開催
・企業情報・採用活動の
発信：企業紹介フェア
（R5.12予定）・企業見学
会（5回実施済）の実施、
特設サイトの開設及びSNS
発信、県内中小企業の求
人情報発信活動に対する
補助金の支給(採択済15
件)
・就職活動・採用活動の
支援：学生・保護者向け
セミナー(R5.12予定)、企
業向けセミナー（2回実施
済、R5.10以降2回実施予
定）の実施、企業の県外
学生への採用活動支援に
対する補助金の支給

85,765 雇用・働き
方政策課

110
(104)

鳥取県未来人材
育成奨学金支援
事業

県内と産業界との連携のもと、「鳥取県未来人材育成
基金」を設置し、県内の対象業種に就職する大学生等
が借り入れた奨学金の返還額の一部を助成する。
【対象業種】製造業、ＩＴ企業、薬剤師の職域、建設
業・建設コンサルタント業、旅館・ホテル業、民間の
保育士・幼稚園教諭、農林水産業、理容師・美容師、
歯科技工士

・R4年度の奨学金返還状
況報告に基き、既認定者
へのR4年度分の助成金を
支払った（514名）。
・R5年度以降の県内就職
予定者に対し認定申請を
行っている（８月末時点
で32名）。

67,870 人口減少社
会対策課

111

就職活動への支援 【再掲】鳥取県
立（鳥取・倉
吉・米子・境
港）ハローワー
ク管理運営事業

県の「産業施策」「雇用施策」「移住施策」と一体と
なった求人・求職支援により、「若者」「女性」「中
高年者」の活躍推進、「IJUターン就職」「企業サポー
ト」など地域の課題解決に向けた求人・求職マッチン
グを行う。

・「鳥取県立ハローワー
ク」を鳥取、倉吉、米
子、境港、東京、大阪に
設置
・担当者制による一貫サ
ポート、若者の就職意
欲、就職率アップや職場
定着を目指したセミナー
開催、企業説明会による
マッチング機会の提供、
出張相談会など実施
・採用決定者数（全
体）：928人、相談件数
（全体）：18,990件
（R5.4～8月末現在）

72,798 県立鳥取ハ
ローワーク

112
(96)

若者の就職相談と職
業紹介

若者サポートス
テーション運営
事業

就職困難な若者や就労意欲の向上が必要な若者への相
談・支援を行う「若者サポートステーション」を東
部・西部に設置し、心理カウンセリン、グループワー
ク等の実施による職業意識啓発支援、職場見学・体験
実施による職業イメージの取得支援を行う。

・相談件数：1,875件（鳥
取1,235件、米子640件）
（R5.8月末現在）
・就職決定者数：45名
（鳥取34名、米子11名）
・倉吉市に週2回、境港市
で月2回、智頭町、岩美
町、大山町で月1回出張相
談を実施

22,566 鳥取県立鳥
取ハロー
ワーク

113

「ふるさと来
LOVEとっとり」
若者県内就職強
化事業

・スマートフォンアプリ「とりふる」を活用した情報
発信
・とっとり就活応援団事業（県内企業の若手社会人を
「とっとり就活サポーター」に委嘱し、同年代の先輩
から学生へ県内で働く魅力を直接ＰＲする就活交流会
等）
・学生グループによるオンラインコミュニティ形成支
援
・就職コーディネーターの配置（鳥取・関西本部・東
京本部）
・県内高校生等への県内就職魅力発信（企業見学及び
企業経営者・若手社員等による講座の実施等）

・将来的な県内就職につ
なげるため「とりふる」
により就活情報やふるさ
と情報等を配信してい
る。（令和５年８月末時
点登録数：１９，１２９
件）
・鳥取、関西、首都圏に
就職コーディネーターを
配置し、大学との協定締
結及び就職支援事業の実
施により県内就職を促進
している。
＜県外大学との連携協定
締結状況＞
包括協定　６校、就職支
援協定　３３校（令和５
年８月末時点）
＜とっとり就活サポー
ター登録数＞１３７人
（令和５年８月末時点）

39,408 人口減少社
会対策課

114
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【再掲】就職氷
河期世代活躍支
援事業（求職者
と受入企業との
マッチング創
出）

就職氷河期世代の活躍の場を広げ、各界一体となった
支援を行うため、「とっとり就職氷河期世代活躍支援
プラットフォーム」と連携し、就職氷河期世代の県内
での就労促進に向けた支援に取り組む。

・求職者・企業向けセミ
ナーの開催（時期未定）
・オンライン企業見学ツ
アーの開催（時期未定）
・求職者の正規雇用就職
に向けた企業に対する補
助金の支給
・県外求職者に対する就
職活動経費の助成
・関係機関連携した就職
氷河期世代支援に取組む
市町村に対する補助金の
支給

12,012 雇用・働き
方政策課

115
(98)

２　困難な状況からの自立を支援
（１）困難な状況に応じた子ども･若者と家族への支援

取組施策 事業名 令和５年度の実施計画 実施状況 R5予算額
（6月補正後)

担当課
番
号

相談・支援体制の充
実

（新）鳥取県版
孤独・孤立解消
支援事業

８０５０問題、ヤングケアラー、老々介護をはじめ
様々な困難な状況にある人が抱える課題の中には既存
の支援制度にあてはまらないものがある。そういった
既存の制度では対応が難しい課題に対して人に寄り
添ったきめ細かな対策を行う市町村を支援する。

市町村の実態に合わせた
補助金交付要綱を策定。
市町村と協働し、課題解
決に向かう。また、今年
度中にひきこもり、老々
介護、ヤングケアラーの
実態調査を実施予定。

38,000 孤独・孤立
対策課

116

（新）子育て世
帯訪問支援・保
護者支援臨時特
例事業

・家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て家
庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪
問支援員が訪問して家庭が抱える不安や悩みを傾聴す
るとともに、家事・育児等の支援を実施する。
・また、子どもとの関わり方や子育てに悩みや不安を
抱えている保護者に対し、ペアレントトレーニング等
を実施する。

○子育て世帯訪問支援臨
時特例事業
　5市町で実施されており
（計画中の市町も含
む。）、訪問支援員の経
費等を補助している。
○保護者支援臨時特例事
業
　実施予定の町が、別事
業で対応されたため、R5
年度は実施なしとなっ
た。

10,835 家庭支援課 117

人材の育成 （新）孤独・孤
立対策の市町村
支援強化事業

「鳥取県孤独・孤立を防ぐ温もりのある支え愛社会づ
くり推進条例」の理念に基づき、市町村や関係機関に
おける支援及び支援の調整を担う人材の育成、アウト
リーチ・ネットワークづくり等に取り組む市町村の支
援等を実施し、市町村の包括支援体制の充実と連動し
た支援体制の強化等を図る。

孤独・孤立対策に係る人
材育成のため、市町村等
担当者を対象とした連携
能力強化等を高める新た
な研修を準備中。
市町村のアウトリーチ支
援として、既存の補助金
の対象を拡充。

16,800 孤独・孤立
対策課

118

民生委員費 民生委員・児童委員の活動をバックアップするため、
その活動経費を支援し、民生児童委員協議会等の行う
研修事業等に対して補助をする

民生委員・児童委員の活
動経費を支援し、民生児
童委員協議会等の行う研
修事業等に対して補助し
ている。

83,340 孤独・孤立
対策課

119

普及啓発 （新）「とっと
り孤独・孤立対
策官民連携プ
ラットフォー
ム」推進事業

孤独・孤立対策について官民一体で取組を推進する
「とっとり孤独・孤立対策官民連携プラットフォー
ム」を中心として、広報・情報発信、啓発、構成機関
を含めた民間支援機関の支援、孤独・孤立対策に係る
先進事例等の共有等を行い、孤独・孤立対策の推進を
図る。

官民連携プラットフォー
ムを開催し、今後の実施
方針を検討中。

6,700 孤独・孤立
対策課

120

取組施策 事業名 令和５年度の実施計画 実施状況 R5予算額
（6月補正後)

担当課
番
号

教育の支援 子どもの貧困対
策総合支援事業
（学習支援充実
事業）

各市町村が行う子どもの学習支援について、地域の実
情に応じて取組みやすくなるよう経費助成を行うとと
もに、 県、市町村の教育委員会や福祉部局、低所得者
対策関係者による子どもの貧困対策の検討等を行う連
絡会、学習支援に関する講演会を実施する。
・「地域未来塾」推進事業で対象とならない送迎、教
材に係る経費を補助
・生活困窮世帯等の子どもに対する学習支援充実事業
　国庫補助対象外の一般世帯の子どもを含めた学習支
援の実施経費を支援。（世帯を横断する事業、放課後
児童クラブの充実）

・倉吉市、岩美町、日吉
津村が行う子どもの学習
支援に対して経費を助成
している。
・R6.2月頃に県、市町村
の教育委員会や福祉部局
と連絡会、研修会を実施
する予定。

1,913 家庭支援課 121

（ア）孤独・孤立への対応
【取組の方向性】
　孤独・孤立の問題は、本人や家族だけで解決することは容易ではなく、全ての県民の理解と関心を深め、地域や関係する団体の協力を得ながら、共に
支え合い生きる「支え愛」の理念の下、個々の家庭の実情に即したきめ細やかな対策が必要です。本県では、「鳥取県孤独・孤立を防ぐ温もりのある支
え愛社会づくり推進条例」を制定し、県、市町村、県民、事業者、関係機関及び民間支援団体が一体となって、援助を必要とする方の存在に気づき、必
要な支援を行う温もりのある社会づくりを推進します。

（イ）子どもの貧困対策
【取組の方向性】
　経済環境等、様々な問題で子どもたちが夢をあきらめることなく、その能力・適性に応じて希望する進路に進んでいけるよう、学習環境や地域での居
場所づくり、相談体制の整備、経済的支援等を行います。
　また、保護者の就労は、生活の安定を図る上で重要であることはもちろん、家族がゆとりを持って接する時間の確保や、保護者が働く姿を子どもに示
すことによって、子どもが労働の価値や意味を学ぶことにもつながり、教育的意義からも重要です。関係機関と連携しながら、保護者の就労支援の充実
を図ります。
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保育・幼児教育
の質の向上強化
事業

保育専門員による保育所等訪問、保育士等を対象にし
た保育所保育指針実践研修等、各種研修の実施によ
り、保育・幼児教育の質の向上を図る。

保育専門員による保育所
等訪問や保育士等を対象
とした各種研修（障がい
児保育、乳児保育、キャ
リアアップ等）を実施し
た。

12,087 子育て王国
課

122

放課後児童クラ
ブ設置促進事業

仕事と子育ての両立支援のため、昼間保護者がいない
家庭の児童を預かる放課後児童クラブの運営費等を助
成する。

国の動きに合わせ、今
後、放課後児童クラブの
運営費助成を行う予定。

26,179 子育て王国
課

123

スクールソー
シャルワーカー
活用事業

社会福祉の専門的な知識や技能を有するスクールソー
シャルワーカーの市町村教育委員会への配置を支援
（市町村事業への補助）し、複雑化する家庭環境を背
景にした児童生徒が抱える課題への対応の充実を図ると
ともに、県においてスクールソーシャルワーカーの資質向上
のための研修を行う。また、スーパーバイザーによる支援を
行う。
（スクールソーシャルワーカーの主な業務内容）
・ケース会議のための事前調整やケースのアセスメントと課
題解決に向けてのプランニングへの支援
・様々な課題を抱える児童生徒と児童生徒の置かれた環境
への働きかけ
・関係機関とのネットワークの構築、連携・調整
・困難事例や自然災害、突発的な事件・事故が発生した際の
援助

ソーシャルワークの専門
性と実践力を高めるため
の研修会やスーパーバイ
ザーによるスクールソー
シャルワーカーへのスー
パーバイズを行った。

80,489 いじめ・不
登校総合対
策センター

124

スクールカウン
セラーの配置

不登校や問題行動等の改善を図るため、中学校に臨床
心理士等をスクールカウンセラーとして配置する。中
学校に配置したスクールカウンセラーは校区小学校の
相談にも対応する。

全ての公立学校におい
て、支援を必要とする児
童生徒の心理的援助を
行った。

128,578 いじめ・不
登校総合対
策センター

125

不登校生徒等訪
問支援・居場所
づくり事業

高等学校等における不登校（傾向）生徒や、概ね20歳
までのひきこもりが心配される青少年を、学校復帰や
社会参加に向けて支援する。また、高校生の不登校や
中途退学の未然防止の観点から、学校生活になじみに
くい生徒等への早期対応を図る。
(1)高校生等を対象とした教育支援センター「ハートフ
ルスペース」を運営し、不登校やひきこもりが心配さ
れる生徒等を支援する。
(2)学校生活になじみにくい生徒等への不登校や中途退
学の未然防止の取組を充実させる

相談者の相談ニーズに合
わせ相談形態（来所、ア
ウトリーチ、電話など）
を調整し、継続した支援
につながった。

22,277 いじめ・不
登校総合対
策センター

126

児童措置費 ・児童養護施設等に入所している児童のうち、学習塾
に通っている中学生について、学習塾に必要な授業料
(月謝)、講習会等の実費を支弁。
・児童養護施設等に入所している児童のうち、学業に遅れ
のある小学生及び高校等受験を目指す中学生に対し、副教
材の準備及び講師による指導等による学習指導を施設が
行った場合、施設に対して事務費を加算。
・児童養護施設等に入所している児童のうち、学習塾等を利
用した高校生等についてはその費用を、通塾が困難な高校
生等については個別学習支援にかかる月謝等を支弁。
・職業補導費：児童養護施設等に入所している児童が公共
職業訓練施設等に通う際の費用を支弁。
・就職支度費・大学進学等自立生活支援費：児童養護施設
等に入所している児童が就職又は進学するため措置解除に
なる場合、就職又は進学に際し必要な被服類等の購入費用
を支弁。

児童福祉法の規定により
施設に入所している児
童・母子の措置委託に要
する経費等を負担してい
る。

1,932,943 家庭支援課 127

生活の安定に資する
ための支援

子どもの貧困対
策総合支援事業
（子どもの居場
所づくり事業）

行政と連携し子どもの居場所づくりに取り組む市町村
又は民間団体に対し、立ち上げ及び運営経費を継続的
に支援する。

子どもの居場所づくりの
拡充、事業継続に取り組
む市町村に対して、立上
経費（8件）、運営経費
（31件）を補助してい
る。

17,029 家庭支援課 128

子どもの貧困対
策総合支援事業
（とっとり子ど
もの居場所ネッ
トワーク活動支
援事業）

こども食堂等の居場所づくりの関係団体で構成する
「とっとり子どもの居場所ネットワーク”えんた
く”」に対して活動〔食材・寄付金の確保・配布、開
設相談、情報交換会・勉強会の開催、情報発信等）へ
の支援を行い、全県的な子どもの居場所の増設や取組
充実につなげる。

とっとり子どものネット
ワークへの助成を行い、
全県的な子どもの居場所
の増設や取り組みの充実
につなげている。

6,592 家庭支援課 129

子どもと家庭の
生活・相談支援
拠点サポート事
業

子どもや生活困難者にとって身近な社会資源である子
どもの居場所を整備・活用し、専門スタッフが子ども
やその世帯が抱える個別の課題解決に向けてきめ細や
かに対応することにより、総合的に子どもを支援する
居場所づくりに取り組む市町村を支援する。

家庭や学校に居場所がな
い子供やその世帯を相が
王的に支援することを目
的として、子どもの居場
所づくりに取り組む市町
村（鳥取市、米子市、智
頭町）に対して運営費を
補助している。

34,773 家庭支援課 130

経済的支援 就学援助制度
(要保護・準要
保護)

経済的理由により就学が困難であると認められる学齢
児童生徒の保護者に対し、市町村が就学に要する諸経
費を援助
【対象品目】学用品費、体育実技用具費、新入学児童
生徒学用品費等、通学用品費、通学費、修学旅行費、
校外活動費、クラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費、
医療費、学校給食費、卒業アルバム代等、オンライン学習
通信費

交付要綱等に基づき、市
町村が経済的理由により
就学が困難であると認め
られる学齢児童生徒の保
護者に対して、就学に要
する諸経費の援助を行っ
ている。

－ 小中学校課 131
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公立高等学校就
学支援事業

県立高校に在籍する生徒に対して、授業料と同額の
「高等学校等就学支援金」を支給し、教育費負担軽減
を図る。
また、高等学校等を中途退学した者が再び高等学校等
で学び直す場合に、法律上の就学支援金支給期間であ
る36月（定時制・通信制は48月）の経過後も､卒業する
までの間の最長１年間（定時制・通信制は最長２年
間）、一定の条件のもと、継続して授業料の支援を行
う。

高等学校等就学支援金及
び学び直し支援金の支給
を実施している。
＜支給状況(R5.5時点)＞
就学支援金：8,569人
学び直し支援金：4人

1,013,293 高等学校課 132

教科書等給付費 定時制課程及び通信制課程に在学する生徒のうち、一
定の条件を満たす者（90日以上勤務、授業料減免相当
に該当）に対し、教科書及び学習書の購入費を支援す
る。

教科書及び学習書の購入
費支援を実施している。
＜給付状況(R5.9時点)＞
定時制：5人
通信制：3人

250 高等学校課 133

高校生等奨学給
付金事業

生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の
教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低所得世
帯を対象に奨学のための給付金を給付する。

申請受付、給付手続中 225,301 人権教育課 134

育英奨学事業 経済的理由により修学が困難である者に対し、奨学資
金を貸与する。
・大学等奨学金
【対象】
　・県内に住所を有する者の子等で、経済的理由により修学
が困難な者
　・高校2年時の学業成績の平均が3.0以上
【貸与額】国公立：月額45,000円、私立：月額54,000円
・高等学校等奨学金
【対象】
　・県内に住所を有する者の子等で、経済的理由により修学
が困難な者
【貸与額】国公立：月額18,000円、私立：30,000円（自宅通学
の場合）

令和５年度採用状況
・大学等奨学金
　　193人
・高等学校等奨学金
　　127人

591,708 人権教育課 135

高等学校定時制
課程及び通信制
課程修学奨励金

高等学校定時制課程及び通信制課程に在学する勤労学生
の修学を奨励するため、修学資金を貸与する。

令和５年度貸与者数
　6人(新規3人、継続3人)

1,848 人権教育課 136

大学等進学資金
助成金

大学、専修学校等への進学に際して、金融機関から進
学資金を借り入れた者に対して利子の一部を助成す
る。

令和５年度実績
　対象者数：19人
　助成金額：834,316円

1,188 人権教育課 137

就学奨励費 特別支援学校に就学する幼児･児童･生徒の保護者に対
し、就学に必要な経費の全部又は一部を支援する。

特別支援学校への就学奨
励に関する法律等に基づ
き、特別支援学校に就学
する幼児・児童・生徒の
保護者等に対し、就学に
必要な経費の全部または
一部を支弁し、保護者等
の経済的負担を軽減して
いる。

98,733 特別支援教
育課

138

【再掲】鳥取県
未来人材育成奨
学金支援事業

県内と産業界との連携のもと、「鳥取県未来人材育成
基金」を設置し、県内の対象業種に就職する大学生等
が借り入れた奨学金の返還額の一部を助成する。
【対象業種】製造業、ＩＴ企業、薬剤師の職域、建設
業・建設コンサルタント業、旅館・ホテル業、民間の
保育士・幼稚園教諭、農林水産業、理容師・美容師、
歯科技工士

・R4年度の奨学金返還状
況報告に基き、既認定者
へのR4年度分の助成金を
支払った（514名）。
・R5年度以降の県内就職
予定者に対し認定申請を
行っている（８月末時点
で32名）。

67,870 人口減少社
会対策課

139
(111)

鳥取県保育士等
修学資金貸付事
業

県内の高等学校の卒業者（その者に準じる者を含
む。）、又は入学する日の前年度４月初日から県内に
保護者が住んでいる方のうち、鳥取短期大学に入学
し、将来県内において保育士又は幼稚園教諭としてそ
の業務に従事しようとしている方に対して必要な修学
資金を貸付する。

鳥取短期大学に入学・在
籍している合計２９名に
対し修学資金の貸し付け
を行った。

16,080 子育て王国
課

140

医師確保奨学金
貸付事業

全国的に医師不足が問題となる中で、本県の医療を担
う人材を養成・確保するため、鳥取大学医学部等の医
学生に対して、奨学金の貸与を行うことにより、卒業
後の県内定着の促進を図る。

将来医師として鳥取県の
地域医療に貢献する強い
意志を持った学生36名に
対して、奨学金の新規貸
付を行った。

275,280 医療政策課 141

看護職員修学資
金等貸付事業

県内に就業する看護職員、理学･作業療法士、言語聴覚
士の確保のため、各養成施設等に在学している学生に
対して修学上必要な資金の貸付を行う。

・看護職員として県内で
就業意志のある学生333名
に対し、修学資金・奨学
金の新規貸付を行った。
・理学・作業療法士、言
語聴覚士として県内就業
の意志がある学生60名に
対して、修学資金の新規
貸付を行った。

693,558 医療政策課 142

生活福祉資金貸
付事業

◆生活福祉資金貸付制度
低所得世帯等に対し、経済的自立及び生活意欲の助長
を図るため、必要な資金を貸し付ける制度。

低所得者世帯、障がい者
世帯、高齢者世帯に対し
生活資金等の貸付を行う
県社協に補助を行ってい
る。

21,613 孤独・孤立
対策課

143

保護者に対する職業
生活の安定と向上に
資するための就労の
支援

職業訓練事業費
（職業訓練生託
児支援事業費）

求職活動中の育児者が職業訓練を受講する場合、訓練
期間中の保育所等への託児に要する経費の一部を奨励
金として支給。託児に係る経済的な懸念を軽減し、子
育て中の求職者の職業訓練受講を促進。

訓練生９名（託児児童数
１０名）について、保育
所等における託児経費の
一部を支援した。

1,173 産業人材課 144
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【再掲】鳥取県
立（鳥取・倉
吉・米子・境
港）ハローワー
ク管理運営事業

県の「産業施策」「雇用施策」「移住施策」と一体と
なった求人・求職支援により、「若者」「女性」「中
高年者」の活躍推進、「IJUターン就職」「企業サポー
ト」など地域の課題解決に向けた求人・求職マッチン
グを行う。

・「鳥取県立ハローワー
ク」を鳥取、倉吉、米
子、境港、東京、大阪に
設置
・担当者制による一貫サ
ポート、若者の就職意
欲、就職率アップや職場
定着を目指したセミナー
開催、企業説明会による
マッチング機会の提供、
出張相談会など実施
・採用決定者数（全
体）：928人、相談件数
（全体）：18,990件
（※R5.4～8月末現在）

72,798 県立鳥取ハ
ローワーク

145
(96)

(112)

コロナ禍におけ
る生活困窮者総
合支援事業

・生活保護に至っていない生活困窮者に対する「第２
のセーフティネット」を構築するとともに、生活困窮
者の経済的自立のみならず、日常生活や社会生活など
における本人の状態に応じた自立を総合的に支援す
る。
・また、市町村が行う生活困窮者の自立に向けた支援
を県がサポートし生活困窮者の生活再建を図る。

・ファイナンシャルプラ
ンナーによる世代に応じ
た家計啓発セミナー及び
個別相談、就労支援員に
よる被保護者に対する就
労支援、見舞金の支給、
中間的就労支援による就
労困難者等の就労に向け
た段階的な機会の提供等
を実施。
・市町村に対して、生活
困窮者自立支援制度に関
する後方支援（養成研
修・現任研修の実施、関
係機関とのネットワーク
形成等）を実施。

69,923 孤独・孤立
対策課

146

取組施策 事業名 令和５年度の実施計画 実施状況 R5予算額
（6月補正後)

担当課
番
号

子育てや生活支援の
充実

ひとり親家庭生
活支援事業

◆ひとり親家庭学習支援事業
大学生や教員ＯＢ等の学習支援員による学習支援、学
習塾形式で実施する場合の学習会場までの送迎支援
◆ひとり親家庭生活向上事業
・ひとり親家庭等の居宅などに家庭生活支援員を派遣
し、生活援助、保育サービス等の支援を行う。
・日ごろ仕事などにより相談窓口を利用しにくいひと
り親家庭等に対し、ホームページやメールマガジンを
活用して情報提供等に要した経費を助成
・ひとり親家庭等の福祉の向上を目的とした研究集会
の開催やひとり親家庭の地域からの孤立を防止するた
めのひとり親家庭同士の交流事業の実施に要した経費
を助成

・ひとり親家庭等の生活
向上のため、児童の学習
支援や相談体制の充実に
要する経費を7市町村に補
助している。
・家庭支援員の派遣及び
「鳥取県ひとり親家庭等
支援サイト」の運営を鳥
取県母子寡婦福祉連合会
に委託して実施してい
る。

14,705 家庭支援課 147

ひとり親家庭寄
り添い支援事業

ひとり親家庭が適切な支援を受けられるよう、鳥取県
母子寡婦福祉連合会と連携をし、ひとり親の悩みに寄
り添いながら必要な支援へと繋ぐ相談支援体制を構築
する。
・相談窓口の設置：気軽に相談ができる窓口を県内３
箇所の県立ハローワーク内に設置し、支援が必要なひ
とり親を市町村等の支援機関へ繋ぐ。
・出張相談の実施：ひとり親家庭や子育て世帯を対象
としたイベントの場を活用しての出張相談会の開催
や、子ども食堂など地域へ出向いて相談対応をする。
・同行支援：行政窓口へ一人で行くことに不安がある
など支援制度の利用申請手続きをひとりで行うことが
困難なひとり親に対して、窓口へ付添い、申請手続き
の支援を行う。
・ひとり親家庭福祉推進員の機能強化：ひとり親家庭
福祉推進員の資質向上のための研修を実施

鳥取県母子寡婦福祉連合
会と連携して、ひとり親
の悩みに寄り添いながら
必要な支援へと繋ぐ相談
支援体制を構築してい
る。（R5年9月までに170
件の相談に対応）

3,857 家庭支援課 148

【再掲】放課後
児童クラブ設置
促進事業

仕事と子育ての両立支援のため、昼間保護者がいない
家庭の児童を預かる放課後児童クラブの運営費等を助
成する。

国の動きに合わせ、今
後、放課後児童クラブの
運営費助成を行う予定。

26,179 子育て王国
課

149
(123)

就業支援の推進 ひとり親家庭自
立支援事業

ひとり親家庭の就業支援の促進を図るとともに、経済
的な自立を支援するために各種事業を行う。
・ひとり親家庭就業支援事業：ひとり親家庭の就業を
より効果的に促進するため、就業相談から技能講習、
就業情報の提供にいたるまで、一貫した就業支援サー
ビス等を提供する。
・ひとり親家庭自立支援給付金事業：職業能力開発の
講座を受講、又は資格取得のために養成機関で修業す
るひとり親家庭の母又は父に対し、ひとり親家庭自立
支援給付金を支給し、経済的な自立を支援する（自立
支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金等、高
等学校卒業程度認定試験合格支援）

パソコン講習会を、東
部、中部、西部で初級、
中級コースを各１回ずつ
開催する。

8,884 家庭支援課 150

（ウ）ひとり親家庭への支援
【取組の方向性】
　ひとり親家庭等の実態を踏まえ、生活の安定と自立に向け、鳥取県ひとり親家庭等自立促進計画に基づき、総合的な支援を充実・強化し、きめ細やか
な自立支援に取り組みます。
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ひとり親家庭高
等職業訓練促進
資金貸付事業

・高等職業訓練促進給付金を受給しているひとり親を
対象に、入学準備金（５０万円）及び就職準備金（２
０万円）の貸付を行う。（一定の要件を満たす場合は
返還免除）
・母子・父子自立支援プログラムに沿って就業に向け意欲
的に取り組む者に家賃の全部又は一部の貸付を行う。（一
定の要件を満たす場合は返還免除）

令和５年度ひとり親家庭
高等職業訓練貸付事業補
助金を交付し、鳥取県社
会福祉協議会の貸付金、
事務費を助成している。

756 家庭支援課 151

養育費の確保及び面
会交流の推進

ひとり親家庭子
ども養育支援事
業

子どもの健全な成長を支えるとともに、ひとり親家庭
の自立を支援するため、養育費・面会交流の取決めの
促進と実施の支援を行う。
・養育費１１０番事業
弁護士等による電話による法律相談を行う。
・子どもの養育啓発事業
養育費・面会交流に係る離婚前後の父母を対象にした
講習会を実施する。
・養育費に係る公正証書等作成促進事業
・面会交流支援事業
・子どもの養育相談関係職員研修支援事業
養育費、面会交流等の相談に対応する職員の資質向上
のための研修の実施
・離婚協議の前後から父母が子どもの福祉を念頭に置
いた離婚後生活の取組を行うよう啓発する。

・弁護士による法律相談
を６件実施。
・養育費の取り決めに係
る基本的な内容を習得す
ることを目的とした研修
を県・市町村職員に向け
て実施。

1,412 家庭支援課 152

経済的支援の充実 児童扶養手当支
給事業

児童扶養手当の支給に要する経費（福祉事務所未設置
町（三朝町、大山町）のみ県で支給。市及び福祉事務
所設置町村は市町村で支給。）
※児童扶養手当：父母の離婚などにより父親(又は母
親)と生計を同じくしていない児童が養育されている母
子家庭（父子家庭）の自立を助け、児童の福祉の増進
を図ることを目的として支給される児童のための手当

母子（父子）家庭の自立
を助け児童の福祉の増進
を図るため、児童扶養手
当を支給している。
（R5.9月時点で136件）

79,902 家庭支援課 153

母子父子寡婦福
祉資金貸付金
（修学資金、就
学支度資金）

ひとり親家庭の親及び寡婦に対し、その経済的自立の
援助と生活意欲の助長を図り、併せて扶養している児
童の福祉を増進するため、修学資金等の資金の貸付を
実施する。

ひとり親家庭の自立を図
るため、子の修学資金等
の貸付を行っている。
（R5新規4件、継続4件）

26,968 家庭支援課 154

特別医療費助成
制度（ひとり親
家庭）

ひとり親家庭の経済的負担を軽減するため、医療費の
自己負担部分の一部を助成する。
（対象者：ひとり親及びその18歳の年度末にある子）

医療費の自己負担額に対
して市町村が助成した場
合、その費用の半分を市
町村へ補助している。

74,550 家庭支援課 155

県営住宅の優先
入居制度

県営住宅の入居者の募集において、子育て世帯、母
子・父子世帯、妊婦がいる世帯等は優先入居制度の対
象としており、一般の入居希望者よりも優先して選考
する。

令和５年度も引き続き実
施している。

― 住宅政策課 156

取組施策 事業名 令和５年度の実施計画 実施状況 R5予算額
（6月補正後)

担当課
番
号

子どもの権利擁護に
関する取組

【再掲】（拡）
子どもの権利救
済を図る県版ア
ドボカシー推進
事業

・社会的養護を受けている子どもの権利救済制度を整
え、一時保護所に派遣する意見表明支援員（アドボ
キット）の養成講座及びスキルアップ研修を開催し
て、県のアドボキットの養成、スキルアップを図る。
・児童養護施設の入所児童や退所児童が子どもの権利
や意見表明の仕方等、子どもの自立性を高める取組を
通して、自分達の意見・提案を施設や行政等に届ける
ための活動に要する費用を県児童養護施設協議会に補
助する。

・月２回児童相談所に月
２回アドボキットを派遣
している。また、スキル
アップのための連絡会を
開催している他、研修も
実施予定。
・児童養護施設入所児童
や退所児童のこども当事
者団体による公聴会が７
月に開催された。また、
９月には、合宿を通し
て、子どもたち自身が権
利を学び、次年度に行う
公聴会での意見表明に向
けて勉強会を行った。

12,591 家庭支援課 157
(50)

【再掲】児童相
談所体制整備事
業（児童虐待防
止広報啓発強化
事業、地域で子
どもを守る推進
事業）

児童虐待防止普及啓発キャンペーン等の企画・実施を
外部機関に委託し、効果的な広報啓発を実施する。ま
た、将来世代応援知事同盟に基づき、地域における児童虐
待防止に向けた機運の醸成を図るため、子ども見守りサ
ポーター及びヤングサポーターの養成並びに虐待防止全力
宣言企業の認定を行う。

児童虐待防止啓発のため
に啓発物品を配布、講演
会を開催する予定。

3,134 家庭支援課 160
(8)

在宅支援、代替養育
に関する支援の充実

児童家庭支援セ
ンター運営事業

地域の児童や家庭からの相談に応じ、必要な助言を行
うとともに、保護を要する児童又はその保護者に対し
て心理療法・カウンセリング等を行う「児童家庭支援
センター」の運営経費を補助する。

児童家庭支援センターの
運営に必要な経営費を補
助する予定

70,261 家庭支援課 161

里親養育包括支
援事業

保護児童を家庭的な環境で養育する里親の役割が重要
となってきている中で、里親の養育技術の向上等の支
援及び里親委託児童の養育環境の充実を図る。
・里親養育包括支援事業、鳥取県里親会補助金、家庭
生活体験事業、里子の養育環境充実事業

鳥取こども学園に委託
し、里親への訪問支援や
研修会の実施、啓発やリ
クルート活動、里親委託
充実のための検討会等を
実施している。

13,782 家庭支援課 162

自立支援 退所児童等アフ
ターケア事業

自立生活を送る上で様々な困難を抱える児童養護施設
等退所(予定)児童･者の社会的自立の促進を図るため、
就職や住居、交友関係等に関する相談･支援を行うとと
もに、相互に意見交換や情報交換等を行う自助グルー
プ活動への支援等を実施する。

児童養護施設等の退所者
及び退所予定者に対し、
生活相談支援や就労相談
支援を行っている。

17,580 家庭支援課 163

（エ）社会的養育の充実
【取組の方向性】
　児童福祉法の理念等が示す内容を踏まえ、子どもの権利保障と子どもの最善の利益を実現するため、県や関係者・関係機関が取り組むべき方向性につ
いて定める鳥取県社会的養育推進計画に基づき、社会的養育に関する施策の充実に向けた取組を推進します。
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児童養護施設等
体制強化補助事
業（自立援助
ホーム体制機能
強化事業）

義務教育終了後、就労しながら自立を図る児童･者が利
用する自立援助ホームが、就労支援・生活指導等の入
居者の個別対応にあたる職員を国の配置基準を超えて
雇用する際に要する経費を助成し、自立援助ホームの
相談・支援体制の拡充を図る。

県内の自立援助ホーム４
か所に対し、国の配置基
準を超えて指導員を配置
する際の人件費を補助し
た。

12,000 家庭支援課 164

児童養護施設等
入所者支援事業
（児童養護施設
等入所児童自立
支援事業）

児童養護施設等に入所している児童等の自立支援のた
め、普通自動車運転免許取得に要する経費の一部を助
成する。
【補助上限額】一人当たり300,000円

５名の児童に対し、普通
自動車運転免許の取得に
要する経費の補助を行っ
た。

5,400 家庭支援課 165

児童養護施設等
入所者支援事業
（児童養護施設
退所者等自立支
援資金貸付事
業）

・児童養護施設等を退所し就業した者、又は大学等へ
進学した者に対して、住居や生活費などの安定した生
活基盤の確保を目的として、家賃相当額や生活費の貸
付を行うための経費を助成する。
・児童養護施設に入所中の者等に対して、就職に必要
な各種資格を取得するために必要な費用の貸付を行う
ための経費を助成する。

貸付事業を実施している
鳥取県社会福祉協議会に
対し、貸付額と事務費の
合計額の1/10にあたる費
用を補助した。

714 家庭支援課 166

喜多原学園管理
運営費（喜多原
学園中卒児童支
援事業）

児童自立支援施設喜多原学園に入所する中卒児に対し
て、きめ細かな学習支援・就労支援を行うことによ
り、児童の社会的自立を促進する。

中卒児児童１名に対して
平日の午前中（45分授業
×４コマ）教科指導を委
託し、高卒認定試験に向
けての学習支援を実施。

1,944 喜多原学園 167

社会的養護等自
立支援事業

大学等に就学中であって、２０歳に達した日から原則
２２歳の年度末までの間にある者に対し、自立援助
ホームにおける生活を継続して支援する。
また、里親等への委託や、児童養護施設等への施設入
所措置を受けていた者で１８歳（措置延長の場合は２
０歳）到達により措置解除された者のうち、自立のた
めの支援を継続して行うことが適当な場合について、
個々の状況に応じて引き続き必要な支援を実施する。

自立援助ホームの入居者
や里親に委託されている
児童等、合計５名の対象
者に対し、居住費や生活
費の支援を行った。

12,725 家庭支援課 168

【再掲】児童措
置費

・児童養護施設等に入所している児童のうち、学習塾
に通っている中学生について、学習塾に必要な授業料
(月謝)、講習会等の実費を支弁。
・児童養護施設等に入所している児童のうち、学業に遅れ
のある小学生及び高校等受験を目指す中学生に対し、副教
材の準備及び講師による指導等による学習指導を施設が
行った場合、施設に対して事務費を加算。
・児童養護施設等に入所している児童のうち、学習塾等を利
用した高校生等についてはその費用を、通塾が困難な高校
生等については個別学習支援にかかる月謝等を支弁。
・職業補導費：児童養護施設等に入所している児童が公共
職業訓練施設等に通う際の費用を支弁。
・就職支度費・大学進学等自立生活支援費：児童養護施設
等に入所している児童が就職又は進学するため措置解除に
なる場合、就職又は進学に際し必要な被服類等の購入費用
を支弁。

児童福祉法の規定により
施設に入所している児
童・母子の措置委託に要
する経費等を負担してい
る。

1,932,943 家庭支援課 169
(127)

取組施策 事業名 令和５年度の実施計画 実施状況 R5予算額
（6月補正後)

担当課
番
号

支援の充実・孤立防
止／支援者のスキル
アップ／理解促進・
啓発

（拡）ヤングケア
ラー支援強化事
業

・ヤングケアラーの悩みや相談に対応するため、相談
窓口（LINE相談、電話相談）の設置及びオンラインサ
ロンを開催。
・子ども自身や周囲の大人がヤングケアラーに気付
き、当事者を必要な支援につなげることができるよう
にするため、多様な広告媒体（リーフレット、メディ
ア広告等）により相談窓口や支援機関等を周知。
・広く県民にヤングケアラーについて周知し併せて支
援者のスキルアップを図るため、フォーラムを兼ねた
研修会を開催するとともに、ヤングケアラーの支援団
体への研修費用の補助等を行う。
・ヤングケアラー同士が悩みや経験をより気軽に共有
しやすくするため、ＳＮＳ上に集いの場（ヤングケア
ラーがチャットを通じて意見交換をしたり悩みを共有
したりする場）を設置するとともに管理者を配置して
参加者に助言や情報提供を行う事業者に対して、運営
費の補助を行う。
・ヤングケアラー元当事者による出前授業を行い、子
どもに対してヤングケアラーの概念や相談窓口等の理
解促進を図る。

・相談窓口を過年度から
継続して設置し７月末時
点で合計32件の相談を受
けている。また、オンラ
インサロンについては７
月・８月に開催し、以降
も毎月１回の開催を予定
している。
・ヤングケアラー広報媒
体については県内学校及
び関係団体に送付し普及
啓発を進めている。現在
令和５年度版の作成中。
・ヤングケアラー研修に
対する補助金についても
公民館での講演会など７
団体からの交付申請を受
けている。
・SNS集いの場及び出前授
業については現在実施に
向けて詳細検討中。

18,078 孤独・孤立
対策課

170

（オ）ヤングケアラー、若者ケアラーに関する支援
【取組の方向性】
　ヤングケアラー、若者ケアラーを孤立させない取組を推進するため、ヤングケアラー等が気軽に相談できる体制や当事者同士が悩みや経験を共有し合
うことができる居場所づくりを進めるなど、支援体制を強化するとともに、当事者を早期に把握し、必要な支援につなげることができるよう支援者の研
修等の充実を図ります。
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取組施策 事業名 令和５年度の実施計画 実施状況 R5予算額
（6月補正後)

担当課
番
号

適性にあった進路に
向けた支援

【再掲】若者サ
ポートステー
ション運営事業

就職困難な若者や就労意欲の向上が必要な若者への相
談・支援を行う「若者サポートステーション」を東
部・西部に設置し、心理カウンセリン、グループワー
ク等の実施による職業意識啓発支援、職場見学・体験
実施による職業イメージの取得支援を行う。

・相談件数：1,875件（鳥
取1,235件、米子640件）
（R5.8月末現在）
・就職決定者数：45名
（鳥取34名、米子11名）
・倉吉市に週2回、境港市
で月2回、智頭町、岩美
町、大山町で月1回出張相
談を実施

22,566 県立鳥取ハ
ローワーク

171
(113)

【再掲】鳥取県
立（鳥取・倉
吉・米子・境
港）ハローワー
ク管理運営事業

県の「産業施策」「雇用施策」「移住施策」と一体と
なった求人・求職支援により、「若者」「女性」「中
高年者」の活躍推進、「IJUターン就職」「企業サポー
ト」など地域の課題解決に向けた求人・求職マッチン
グを行う。

・「鳥取県立ハローワー
ク」を鳥取、倉吉、米
子、境港、東京、大阪に
設置
・担当者制による一貫サ
ポート、若者の就職意
欲、就職率アップや職場
定着を目指したセミナー
開催、企業説明会による
マッチング機会の提供、
出張相談会など実施
・採用決定者数（全
体）：928人、相談件数
（全体）：18,990件
（R5.4～8月末現在）

72,798 県立鳥取ハ
ローワーク

172
(96)

(112)
(145)

【再掲】（新）
県立ハローワー
ク「キャリアデ
ザインLab（ラ
ボ）」設置事業

県立ハローワーク内に、新たな機能として「キャリア
デザインLab（ラボ）」を設置し、積極的に求職活動を
行っている者への就労支援に加え、様々な理由から求
職活動に至っていない者（求職活動未満の潜在労働
者）にも支援を拡充する。

・R5.7.18に県立ハロー
ワーク（鳥取、倉吉、米
子の3か所）に開設
・求職活動未満の潜在労
働者に対し、実務経験豊
富なキャリアコンサルタ
ントが働きかけや掘り起
こしを実施
・現在、潜在労働力の参
加が見込まれる育児相談
会などに出向き、アウト
リーチ型による働きかけ
や広報活動を集中的に実
施

10,142 県立鳥取ハ
ローワーク

173
(97)

（新）支え愛就
労推進事業

県立ハローワークや各支援機関等とのネットワークを
活用して、就労困難者（障がい者、中間的就労体験
者）の就労の受け皿づくり、就労困難者の働く場とし
て「支え愛就労（ソーシャルファーム）」の理解・普
及を図っていく。 （福祉施策と雇用施策の連携）

・支え愛就労環境整備補
助金を創設済。
・関係機関への事業説明
を実施済。
・今後セミナーを開催予
定。

3,860 雇用・働き
方政策課

174

【再掲】就職氷
河期世代活躍支
援事業（求職者
と受入企業との
マッチング創
出）

12,012 雇用・働き
方政策課

175
(98)
(115)

相談･支援機関の周
知

（カ）ニートへの支援
【取組の方向性】
　就業体験、就労支援セミナー、訪問相談等、一人一人の状況に応じた就労支援を行います。また、情報提供や相談機関のＰＲのほか、相談しやすい環
境づくりに取り組みます。

・求職者・企業向けセミ
ナーの開催（時期未定）
・オンライン企業見学ツ
アーの開催（時期未定）
・求職者の正規雇用就職
に向けた企業に対する補
助金の支給
・県外求職者に対する就
職活動経費の助成
・関係機関連携した就職
氷河期世代支援に取組む
市町村に対する補助金の
支給

就職氷河期世代の活躍の場を広げ、各界一体となった
支援を行うため、「とっとり就職氷河期世代活躍支援
プラットフォーム」と連携し、就職氷河期世代の県内
での就労促進に向けた支援に取り組む。
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取組施策 事業名 令和５年度の実施計画 実施状況 R5予算額
（6月補正後)

担当課
番
号

適性にあった進路に
向けた支援

市町村包括的福
祉支援体制整備
推進事業

低所得者、介護、ひきこもり対策など従来の縦割り制
度による相談支援体制では解決しきれない課題に対応
するため、市町村に包括的な支援体制（表面的な相談
内容にとどまらず、家庭の抱える課題を把握し、多機
関による重層的な解決方法を検討する仕組み）を整備
する。
○市町村バックアップ事業
・包括的支援体制整備推進員を配置し、市町村の体制
整備や地域づくり等の取組を支援する。
○世帯訪問調査支援（町村補助等）
・課題のある世帯を把握・支援するための世帯訪問等
調査の実施に係る経費を支援する。
○包括的支援体制の実践サポート事業
・包括的支援体制の構築・運用を始める市町村に、専
門家等による推進チ-ムを派遣し、助言支援等を実施す
る。
○包括的支援体制のための基盤整備支援
・県全体の推進を図るため、住民に対するセミナーや
支援担当者等への研修会を開催する。

・世帯訪問調査を支援す
るため、補助金の交付対
象を拡充し、市町村の行
うアウトリーチを支援。
・包括支援体制整備推進
員、市町村包括的支援体
制整備に係る推進チーム
を継続して配置。
・オンライン配信、現地
講演による全３回の人材
研修会を８月より実施
中。

8,226 孤独・孤立
対策課

176

精神保健福祉セ
ンター運営費

県民の心の健康づくりと精神障がいの予防、精神障が
い者の社会復帰及び自立と社会活動への参加促進を図
る。
・教育研修（精神保健福祉に関する研修、地域支援研
修会、アディクション研修会、アルコールネット研究
会等）、精神保健福祉相談、こころの健康に関する普
及啓発　ほか

精神保健福祉相談として
ひきこもりに関する相
談、精神保健福祉に関す
る教育研修、普及啓発、
ひきこもり職場体験事業
等連絡会開催。

6,101
（事業の一部

が該当）

精神保健福
祉センター

177

【再掲】若者サ
ポートステー
ション運営事業

就職困難な若者や就労意欲の向上が必要な若者への相
談・支援を行う「若者サポートステーション」を東
部・西部に設置し、心理カウンセリン、グループワー
ク等の実施による職業意識啓発支援、職場見学・体験
実施による職業イメージの取得支援を行う。

・相談件数：1,875件（鳥
取1,235件、米子640件）
（R5.8月末現在）
・就職決定者数：45名
（鳥取34名、米子11名）
・倉吉市に週2回、境港市
で月2回、智頭町、岩美
町、大山町で月1回出張相
談を実施

22,566 県立鳥取ハ
ローワーク

178
(113)
(171)

相談･支援機関の周
知

取組施策 事業名 令和５年度の実施計画 実施状況 R5予算額
（6月補正後)

担当課
番
号

不登校の早期発見、
早期対応、未然防止
の取組

子どもの心の診
療ネットワーク
整備事業

発達障がい、不登校等子どもの心の問題に対応するた
め、鳥取大学医学部附属病院を拠点病院と位置付け、
医療、保健、福祉、教育等のネットワークの充実、子
どもの心の問題に対応できる医師や支援者の養成及び
県民への理解啓発を行う。

拠点病院を中心とし、関
係機関のネットワーク構
築のためのネットワーク
会議の開催や、地域にお
ける発達障がいの診療連
携体制を整備するための
検討を実施している。

10,895 子ども発達
支援課

180

未来につなぐ高
校生活支援事業
（いじめ問題支
援事業）

学校でのいじめや不登校が全国的に問題になってお
り、初期段階でその兆候を見つける「未然防止」及び
「早期発見・早期対応」が求められている。そのため
に、心理検査（hyper-QU）の実施により、学校内での
人間関係を客観的に把握し、生徒一人ひとりへの適切
な対応を図る。

・心理検査（hyper-QU）
を実施する。
全日制課程
１年生　年２回
２年生　年１回
定時制課程
１、２、３年生　年２回
・心理検査実施後、各校
で校内研修等を実施し検
査結果を共有し、生徒へ
の適切な対応を図る。

6,737 高等学校課 181

孤独・孤立
対策課

（拡）ひきこも
り対策推進事業

ひきこもりに対する正しい理解を深めるとともに、市
町村やとっとりひきこもり生活支援センター等関係機
関との連携強化による相談体制及び職業体験事業所を
充実し、ひきこもり状態にある方の自立を促進する。
・とっとりひきこもり生活支援センターの運営
・職場体験事業所設置事業補助金

とっとりひきこもり生活
支援センターによる支援
を実施するとともに、セ
ンターの相談支援体制及
び就労支援体制の強化に
より更なる支援拡充を
図っている。

53,512

（ク）不登校に関する支援
【取組の方向性】
　不登校に関する調査や分析を行い、不登校の未然防止や学校復帰、社会自立に向けた取組を、教育委員会や学校以外の専門機関とも連携しながら総合
的に実施します。また、不登校の児童生徒の居場所づくりに取り組みます。

179

（キ）ひきこもりに関する支援
【取組の方向性】
　各種調査結果や関係機関との情報交換等から実態の把握を進め、本人の適性にあった進路に向けた支援を図ります。また、本人が相談機関に来ること
が難しいケースが多いことが見込まれるため、保護者に対する情報提供や相談機関のＰＲのほか、相談しやすい環境づくりに取り組みます。

24 ページ



不登校の状態にある
児童生徒に対する支
援

（拡）不登校対策
事業

・県内において私立学校等の民間事業者が鳥取県教育
委員会策定「不登校児童生徒を指導する民間施設のガ
イドライン」に沿ってフリースクールを設置運営する
場合にその経費の一部を助成する。令和５年度において
は、学びの場として十分な相談・支援体制がとれるよう補助
上限額を拡大するなど、支援を拡充する。
・また、家庭の経済状況にかかわらず、義務教育段階にある
児童生徒の学びや成長を保障するため、フリースクール等に
通う児童生徒の通所費用（授業料、交通費、体験活動等に
要する実費）に対して支援を行う。

○フリースクール連携推
進事業補助金
・ガイドラインに沿って
フリースクールを設置運
営する民間事業者４施設
に対して、運営費等の助
成を行っている。

〇不登校児童生徒支援事
業費補助金
・通所費及び交通費・実
習費等に対して助成する
各市町村（組合）に対し
て、助成を行っている。
・実施数：３市６町１組
合（鳥取市、米子市、倉
吉市、智頭町、八頭町、
三朝町、湯梨浜町、琴浦
町、北栄町、米子市日吉
津村中学校組合）

21,319 総合教育推
進課

182

教育相談事業 ・幼児･児童･生徒等の教育上の様々な課題に関する保
護者、本人、学校・園関係者等からの相談について、
指導主事、相談員及び専門指導員が個別のニーズに応
じた支援・指導を行う。
・加えて、幼児支援を終了した小学生に対して、必要に応じ
て、読み書きに対する個別支援プログラムを行う。また、専
門医による教育相談会を毎月実施する。

電話・来所相談だけでな
く、訪問型支援や学習支
援を取り入れたことで、
これまで対応が難しかっ
たケースへのアプローチ
ができるようになった。

9,102 いじめ・不
登校総合対
策センター

183

【再掲】不登校
生徒等訪問支
援・居場所づく
り事業

高等学校等における不登校（傾向）生徒や、概ね20歳
までのひきこもりが心配される青少年を、学校復帰や
社会参加に向けて支援する。また、高校生の不登校や
中途退学の未然防止の観点から、学校生活になじみに
くい生徒等への早期対応を図る。
(1)高校生等を対象とした教育支援センター「ハートフ
ルスペース」を運営し、不登校やひきこもりが心配さ
れる生徒等を支援する。
(2)学校生活になじみにくい生徒等への不登校や中途退
学の未然防止の取組を充実させる

【再掲】相談者の相談
ニーズに合わせ相談形態
（来所、アウトリーチ、
電話など）を調整し、継
続した支援につながっ
た。

22,277 いじめ・不
登校総合対
策センター

184
(126)

不登校児童生徒
支援事業

市町村教育委員会と協働しながら学校の校内組織体制
づくりと児童生徒理解に基づく支援を充実させる取組
を行う。また、小学校へ「学校生活適応支援員」を配
置し、不登校の未然防止や早期発見、早期対応に取り
組む。加えて、通常の学級での学習や集団での生活が
困難となった不登校（傾向）生徒の居場所として中学
校へ「校内サポート教室」をつくり、専属の支援員を
配置し、不登校（傾向）生徒個々の状況に応じた支援
を行い、社会的自立を目指す。
さらに、重大な事故等が発生した場合に備えて、臨床
心理士等を派遣できる体制を整備する。

課題に取り組む学校に対
して市町村アドバイザー
研修を実施し、児童生徒
理解に係る教職員のスキ
ルアップを図った。

16,288 いじめ・不
登校総合対
策センター

185

不登校生徒等へ
の自宅学習支援
事業

高校生年代のひきこもり（傾向）の状態にある青少年
及び主に自宅で過ごし、学びの機会を失っている不登
校児童生徒に対して、県内３か所の教育支援センター
（ハートフルスペース）に自宅学習支援員を配置し、
インターネットを介した学習教材を使用して、学習の
進め方のアドバイスや、本人及び保護者の心的なサ
ポート等を行う。

利用者の一人一人の教育
的ニーズに合わせ、学び
の機会の保障を行った。

9,601 いじめ・不
登校総合対
策センター

186

【再掲】スクー
ルソーシャル
ワーカー活用事
業

社会福祉の専門的な知識や技能を有するスクールソー
シャルワーカーの市町村教育委員会への配置を支援
（市町村事業への補助）し、複雑化する家庭環境を背
景にした児童生徒が抱える課題への対応の充実を図ると
ともに、県においてスクールソーシャルワーカーの資質向上
のための研修を行う。また、スーパーバイザーによる支援を
行う。
（スクールソーシャルワーカーの主な業務内容）
・ケース会議のための事前調整やケースのアセスメントと課
題解決に向けてのプランニングへの支援
・様々な課題を抱える児童生徒と児童生徒の置かれた環境
への働きかけ
・関係機関とのネットワークの構築、連携・調整
・困難事例や自然災害、突発的な事件・事故が発生した際の
援助

【再掲】ソーシャルワー
クの専門性と実践力を高
めるための研修会やスー
パーバイザーによるス
クールソーシャルワー
カーへのスーパーバイズ
を行った。

80,489 いじめ・不
登校総合対
策センター

187
(124)

【再掲】スクー
ルカウンセラー
の配置

不登校や問題行動等の改善を図るため、中学校に臨床
心理士等をスクールカウンセラーとして配置する。中
学校に配置したスクールカウンセラーは校区小学校の
相談にも対応する。

【再掲】全ての学校にお
いて、支援を必要とする
児童生徒の心理的援助を
行った。

128,578 いじめ・不
登校総合対
策センター

188
(125)

高等学校スクー
ルソーシャル
ワーカー配置

いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待など生徒指導上
の課題に対応するため、教育分野に関する知識に加え
て、社会福祉等の専門的な知識･技術を用いて､生徒の
おかれた様々な環境に働きかけて支援を行うスクール
ソーシャルワーカーを配置し、教育相談体制の充実を
図る。
・５名（会計年度任用職員）
・配置校：東部・西部に各２名（鳥取緑風高校、米子白鳳高校
等、私立学校への支援も行う）、中部１名（倉吉東高校）

・計画どおり人員を配置
・専門的な知識を用い
て、教職員等と連携を取
りながら、生徒の支援体
制を構築し、深刻化する
問題行動等に迅速かつ効
果的に対処している。

23,868 教育人材開
発課

189
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高等学校スクー
ルカウンセラー
配置

いじめ、不登校、中途退学等の問題行動等の諸課題に
対して、臨床心理士資格を有する教育相談員、臨床心
理士等によるスクールカウンセラーを学校に配置し、
全県立高等学校におけるカウンセリング体制の充実を
図る。
・12名（全日制８校、定時制４校）

・計画どおり人員を配置
・専門的な見地から、多
様化する生徒の悩みや問
題等に対するカウンセリ
ング、教職員への助言・
援助等及び保護者へのカ
ウンセリングの充実を
図っている。

17,336 教育人材開
発課

190

相談･支援機関の周
知

【再掲】不登校
生徒等訪問支
援・居場所づく
り事業

高等学校等における不登校（傾向）生徒や、概ね20歳
までのひきこもりが心配される青少年を、学校復帰や
社会参加に向けて支援する。また、高校生の不登校や
中途退学の未然防止の観点から、学校生活になじみに
くい生徒等への早期対応を図る。
(1)高校生等を対象とした教育支援センター「ハートフ
ルスペース」を運営し、不登校やひきこもりが心配さ
れる生徒等を支援する。
(2)学校生活になじみにくい生徒等への不登校や中途退
学の未然防止の取組を充実させる

相談者のニーズに合わせ
相談形態（来所、アウト
リーチ、電話など）を調
整し、継続した支援につ
ながった。

22,277 いじめ・不
登校総合対
策センター

191
(126)
(184)

取組施策 事業名 令和５年度の実施計画 実施状況 R5予算額
（6月補正後)

担当課
番
号

適性にあった進路に
向けた支援

【再掲】教育相
談事業

・幼児･児童･生徒等の教育上の様々な課題に関する保
護者、本人、学校・園関係者等からの相談について、
指導主事、相談員及び専門指導員が個別のニーズに応
じた支援・指導を行う。
・加えて、幼児支援を終了した小学生に対して、必要に応じ
て、読み書きに対する個別支援プログラムを行う。また、専
門医による教育相談会を毎月実施する。

電話・来所相談だけでな
く、訪問型支援や学習支
援を取り入れたことで、
これまで対応が難しかっ
たケースへのアプローチ
ができるようになった。

9,102 いじめ・不
登校総合対
策センター

192
(183)

【再掲】不登校
生徒等への自宅
学習支援事業

児童生徒理解に精通し、義務教育段階の学習を指導で
きる者を自宅学習支援員として、県教育支援センター
（ハートフルスペース）に配置し、インターネットを
介して、一人一人の習熟度に合わせて国語、数学、英
語、社会、理科の学習プログラムを提供する学習教材
ソフトを使用して、不登校生徒等の学習を遠隔で支援
する。自宅学習支援員は、生徒等の学習状況を学習教
材ソフト等で一括管理し、学習を進める上でつまずき
が生じた際等に支援するとともに、保護者及び在籍校
の教員と連携を図りながら、今後の支援の方向性につ
いて話し合うとともに、保護者への支援・助言を行
う。（利用者枠：30名程度）

利用者の一人一人の教育
的ニーズに合わせ、学び
の機会の保障を行った。

9,601 いじめ・不
登校総合対
策センター

193

【再掲】若者サ
ポートステー
ション運営事業

就職困難な若者や就労意欲の向上が必要な若者への相
談・支援を行う「若者サポートステーション」を東
部・西部に設置し、心理カウンセリン、グループワー
ク等の実施による職業意識啓発支援、職場見学・体験
実施による職業イメージの取得支援を行う。

・相談件数：1,875件（鳥
取1,235件、米子640件）
（R5.8月末現在）
・就職決定者数：45名
（鳥取34名、米子11名）
・倉吉市に週2回、境港市
で月2回、智頭町、岩美
町、大山町で月1回出張相
談を実施

22,566 県立鳥取ハ
ローワーク

194

相談･支援機関の周
知

【再掲】不登校
生徒等訪問支
援・居場所づく
り事業

高等学校等における不登校（傾向）生徒や、概ね20歳
までのひきこもりが心配される青少年を、学校復帰や
社会参加に向けて支援する。また、高校生の不登校や
中途退学の未然防止の観点から、学校生活になじみに
くい生徒等への早期対応を図る。
(1)高校生等を対象とした教育支援センター「ハートフ
ルスペース」を運営し、不登校やひきこもりが心配さ
れる生徒等を支援する。
(2)学校生活になじみにくい生徒等への不登校や中途退
学の未然防止の取組を充実させる

相談者の相談ニーズに合
わせ相談形態（来所、ア
ウトリーチ、電話など）
を調整し、継続した支援
につながった。

22,277 いじめ・不
登校総合対
策センター

195
(126)
(184)
(191)

高等学校中退時等進
路未定者への情報共
有及び自立支援

【再掲】高等学
校スクールカウ
ンセラー配置

いじめ、不登校、中途退学等の問題行動等の諸課題に
対して、臨床心理士資格を有する教育相談員、臨床心
理士等によるスクールカウンセラーを学校に配置し、
全県立高等学校におけるカウンセリング体制の充実を
図る。
・12名（全日制８校、定時制４校）

・計画どおり人員を配置
・専門的な見地から、多
様化する生徒の悩みや問
題等に対するカウンセリ
ング、教職員への助言・
援助等及び保護者へのカ
ウンセリングの充実を
図っている。

17,336 教育人材開
発課

196

（ケ）高校中退者への支援
【取組の方向性】
　各種調査等の実施や高等学校等との連携により実態の把握を進め、本人の適性にあった進路に向けた支援を図ります。また、新たな進路に進む際に支
援が必要になった場合、どこに行けばよいか等の情報が本人や家族に届く広報を推進します。
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取組施策 事業名 令和５年度の実施計画 実施状況 R5予算額
（6月補正後)

担当課
番
号

いじめの早期発見・
未然防止に係る取組
の推進

【再掲】未来に
つなぐ高校生活
支援事業（いじ
め問題支援事
業）

学校でのいじめや不登校が全国的に問題になってお
り、初期段階でその兆候を見つける「未然防止」及び
「早期発見・早期対応」が求められている。そのため
に、心理検査（hyper-QU）の実施により、学校内での
人間関係を客観的に把握し、生徒一人ひとりへの適切
な対応を図る。

・心理検査（hyper-QU）
を実施する。
全日制課程
１年生　年２回
２年生　年１回
定時制課程
１、２、３年生　年２回
・心理検査実施後、各校
で校内研修等を実施し検
査結果を共有し、生徒へ
の適切な対応を図る。

6,737 高等学校課 197

【再掲】子ども
たちを守るため
のネットパト
ロール事業

インターネットの誹謗中傷、犯罪被害等から子どもた
ちを守るため、インターネット上の児童生徒の書き込
みに対する監視をＮＰＯ法人に委託する。
・月１０回程度インターネット上の児童生徒の書き込
みに対する監視を行い、問題と思われる事例が発見さ
れた場合、教育委員会に報告
・監視結果の傾向や対策の分析を行い、事業報告書と
して提出するほか、事業成果を情報提供
・SNSサービス提供業者等への削除依頼

自死をほのめかす書き込
みなどを発見し、関係機
関と連携を図り、児童生
徒を守るための対応を迅
速に行った。

1,091 いじめ・不
登校総合対
策センター

198
(2)

【再掲】高等学
校スクールソー
シャルワーカー
配置

いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待など生徒指導上
の課題に対応するため、教育分野に関する知識に加え
て、社会福祉等の専門的な知識･技術を用いて､生徒の
おかれた様々な環境に働きかけて支援を行うスクール
ソーシャルワーカーを配置し、教育相談体制の充実を
図る。
・５名（会計年度任用職員）
・配置校：東部・西部に各２名（鳥取緑風高校、米子白鳳高校
等、私立学校への支援も行う）、中部１名（倉吉東高校）

・計画どおり人員を配置
・専門的な知識を用い
て、教職員等と連携を取
りながら、生徒の支援体
制を構築し、深刻化する
問題行動等に迅速かつ効
果的に対処している。

23,868 教育人材開
発課

199

【再掲】高等学
校スクールカウ
ンセラー配置

いじめ、不登校、中途退学等の問題行動等の諸課題に
対して、臨床心理士資格を有する教育相談員、臨床心
理士等によるスクールカウンセラーを学校に配置し、
全県立高等学校におけるカウンセリング体制の充実を
図る。
・12名（全日制８校、定時制４校）

・計画どおり人員を配置
・専門的な見地から、多
様化する生徒の悩みや問
題等に対するカウンセリ
ング、教職員への助言・
援助等及び保護者へのカ
ウンセリングの充実を
図っている。

17,336 教育人材開
発課

200

関係機関との連携強
化

いじめ防止対策
推進事業

いじめ防止対策の推進のため、関係機関・団体と連
携、重大事態への対応、いじめ問題の解決にあたる学
校等への支援、相談窓口の充実、児童生徒がいじめ問
題について考える取組への支援等を行う。学校の生徒指
導担当者等を対象にした悉皆研修を行うとともに、校長会等
で学校における校内研修をを促すなど、教職員研修等の充
実を図る。

２４時間体制によるいじ
め相談受付によって、い
じめ相談に対し迅速な対
応を行った。

12,717 いじめ・不
登校総合対
策センター

201

相談・支援体制の充
実

【再掲】教育相
談事業

・幼児･児童･生徒等の教育上の様々な課題に関する保
護者、本人、学校・園関係者等からの相談について、
指導主事、相談員及び専門指導員が個別のニーズに応
じた支援・指導を行う。
・加えて、幼児支援を終了した小学生に対して、必要に応じ
て、読み書きに対する個別支援プログラムを行う。また、専
門医による教育相談会を毎月実施する。

電話・来所相談だけでな
く、訪問型支援や学習支
援を取り入れたことで、
これまで対応が難しかっ
たケースへのアプローチ
ができるようになった。

9,102 いじめ・不
登校総合対
策センター

202
(183)
(192)

取組施策 事業名 令和５年度の実施計画 実施状況 R5予算額
（6月補正後)

担当課
番
号

非行の防止 【再掲】青少年
育成推進事業
（少年補導セン
ター補助金）

街頭補導等を行う県内３か所の少年補導センターの活
動への助成

少年補導センターを設置
する鳥取市、倉吉市、米
子市に対し、少年補導セ
ンター補助金を交付し
た。

1,029 家庭支援課 203

生活安全活動運
営費

・少年の立ち直り支援に向けた体制強化を図るため、
少年警察補導員を少年支援の専門機関等が主催する研
修へ参加させるための経費
・立ち直りの継続支援に係る、少年の規範意識の向上
と社会の一員としての意識の涵養に資することを目的
とした体験活動の活動経費
・少年警察ボランティアの委嘱に基づく活動経費
・大学生ボランティアの委嘱に基づく活動経費

計画のとおり、適正に対
応している。

15,159 警察本部
少年・人身
安全対策課

204

スクールサポー
ター制度

警察OBが県内すべての小、中、高校を訪問し、学校に
おける少年の問題行動等への対応、相談活動、児童の
安全確保に関する助言等を行う（10人のスクールサ
ポーターが、鳥取・倉吉・米子の3警察署に配置）。
・少年の非行防止・立ち直り支援等
・学校等における児童等の安全点検
・非行・犯罪被害防止教育の支援
・地域安全情報の把握と提供

計画のとおり、適正に対
応している。

－ 警察本部
少年・人身
安全対策課

205

（コ）いじめの防止に向けた対策の強化
【取組の方向性】
　学校等において、いじめ発覚の初期段階から適切な対応が行われるよう、「鳥取県いじめ対応マニュアル」を活用した研修会等を開催し、対応力の向
上を図ります。対応に当たっては、加害・被害という二者関係だけでなく、集団の状況にも留意し、加害者や被害者だけでなく、集団全体へも指導、働
きかけを行い、解決に向け取り組みます。また、「鳥取県いじめ・不登校対策連絡協議会」を開催し、いじめ・不登校対策に関係する機関・団体の連携
を図ります。

（サ）非行の防止、立ち直りの支援
【取組の方向性】
　非行の入り口となる、深夜徘徊等を防止する取組や、非行からの立ち直りの支援を推進します。
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【再掲】未来に
つなぐ高校生活
支援事業（高校
生マナーアップ
推進事業）

高校生の社会の一員としての望ましい在り方・生き方
の自覚を高め、高校生の規範意識の向上を図るため、
大人が手本となり、県民全体で高校生を見守り育てる
運動を展開する。

・高校生等の規範意識を
育成し、社会の一員とし
ての自覚を高めるため、
「高校生あいさつ交通マ
ナー運動」を、令和５年
度より開始(9/21(木)に実
施済み)。

50 高等学校課 206

鳥取県再犯防止
推進事業

犯罪をした者等が、適切な福祉支援等を受けることに
より、再び社会を構成する一員となるようにすること
で、再び犯罪を行うことを防止し、県民が安全で安心
して暮らせる地域づくりを行う。

・令和５年４月に第２期
鳥取県再犯防止推進計画
を策定。
・保護観察所、少年鑑別
所等矯正施設、青少年に
関わる団体を含む民間団
体等関係機関で構成する
鳥取県再犯防止推進会議
を開催予定。
・①刑務所出所予定者の
うち、帰住先がない障が
い者・高齢者、②障が
い・高齢により福祉的支
援を必要とする被疑者・
被告人等に対して、福祉
サービスや生活環境の調
整を行う地域生活定着支
援センターを運営。
・少年院を出院した者や
その家族など高齢者・障
がい者以外の出所者等に
対する相談支援体制の構
築に向けた検討会の実
施。
・市町村担当者等対象の
研修会、市町村等関係
者・県との連携会議を開
催予定。

30,428 孤独・孤立
対策課

207

取組施策 事業名 令和５年度の実施計画 実施状況 R5予算額
（6月補正後)

担当課
番
号

若年層に向けた自死
予防対策

みんなで支えあ
う自死対策推進
事業

自死を防ぐための相談体制の整備、人材養成等によ
り、県内の自死に対する支援及び体制の充実を図り、
自死の防止及び自死遺族に対する対策を行う。
・とっとりＳＮＳ相談
・若年層向け自死対策研修会
・若年層向け自死予防啓発

若年層の相談体制の構築
を目的としてＬＩＮＥを
活用した相談事業を実
施、啓発チラシを作成し
た。
学生へのケアや相談支援
等を行うため、担当職員
を対象に研修会を実施す
る。

13,195 健康政策課 208

【再掲】教育相
談事業

・幼児･児童･生徒等の教育上の様々な課題に関する保
護者、本人、学校・園関係者等からの相談について、
指導主事、相談員及び専門指導員が個別のニーズに応
じた支援・指導を行う。
・加えて、幼児支援を終了した小学生に対して、必要に応じ
て、読み書きに対する個別支援プログラムを行う。また、専
門医による教育相談会を毎月実施する。

電話・来所相談だけでな
く、訪問型支援や学習支
援を取り入れたことで、
これまで対応が難しかっ
たケースへのアプローチ
ができるようになった。

9,102 いじめ・不
登校総合対
策センター

209
(183)
(192)
(202)

インターネット上の
危険への対策（再
掲）

【再掲】子ども
たちを守るため
のネットパト
ロール事業

インターネットの誹謗中傷、犯罪被害等から子どもた
ちを守るため、インターネット上の児童生徒の書き込
みに対する監視をＮＰＯ法人に委託する。
・月１０回程度インターネット上の児童生徒の書き込
みに対する監視を行い、問題と思われる事例が発見さ
れた場合、教育委員会に報告
・監視結果の傾向や対策の分析を行い、事業報告書と
して提出するほか、事業成果を情報提供
・SNSサービス提供業者等への削除依頼

自死をほのめかす書き込
みなどを発見し、関係機
関と連携を図り、児童生
徒を守るための対応を迅
速に行った。

1,091 いじめ・不
登校総合対
策センター

210
(2)

(198)

取組施策 事業名 令和５年度の実施計画 実施状況
R5予算額

（6月補正後)
担当課

番
号

障がいのある子ど
も・若者への支援

共生社会をめざ
す文化芸術・ス
ポーツ活動推進
事業

児童生徒の自主性や主体性、自信を培うことにつなが
る芸術・文化活動の推進・充実を進め、より一層の社
会参加と理解啓発、共生社会の形成を図る。
・各学校における芸術・文化活動への支援及び啓発活
動（外部講師等の支援）
・芸術・文化活動を推進する人材の育成
・県外特別支援学校とのスポーツ交流
・ボッチャ交流会の実施

・茶道、和太鼓、神楽等
各学校の独自性を生かし
た芸術・文化活動の体験
や交流を行っている。
・ギターやダンス等の研
修を通して指導力の向上
を図っている。

2,743 特別支援教
育課

211

NICUからの地域
移行支援事業

新生児集中治療室又は集中治療室での治療が終了し、
自宅移行に向けての支援を行う場合において、訪問看
護師等が関わる仕組みを強化し、児童及び保護者が安
心して自宅へ帰り、地域で安心安全な生活が送れるよ
う支援を行う。

退院に向けたケース検討
会や退院後の支援方法の
確認に訪問看護師等が参
加するための経費に対し
て助成を行った。

776 子ども発達
支援課

212

（シ）子ども・若者の自死を防ぐ
【取組の方向性】
　１０～３０代までの若者の死因の１位が自死となっている深刻な状況に鑑み、講座や相談窓口の周知により自死予防を促進します。

（ス）障がいのある子ども・若者への支援
【取組の方向性】
　障がいのある子ども・若者のライフステージに応じた切れ目の無い支援（縦の連携）と、保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等と連携した地域
支援体制の確立（横の連携）を進め、適切な指導及び必要な支援を行う特別支援教育を推進し、発達の段階に応じた適切な支援を行います。
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（拡）障がい児者
在宅生活支援事
業

障がい児者のニーズが高いものの、障害者総合支援法
等による支給の対象とならないサービスのうち、県が
定めた事業を実施する市町村に補助することにより、
障がい児者の在宅生活を支援する。

要医療障がい児者を受け
入れる事業所への看護師
配置・派遣経費等、在宅
生活を支援するための助
成を行った。

10,722 子ども発達
支援課

213

特別支援学校就
労促進・職場定
着キャリアアッ
プ事業

障がいのある生徒の「働きたい」という願いや夢を実
現させ、生涯にわたり社会の中で自分らしく豊かに生
きるため、特別支援教育の充実及び関係機関と連携し
た支援体制の構築を図る。
・県版特別支援学校技能検定実施事業（清掃部門・喫
茶サービス部門の技能検定を実施し、生徒に働く意欲
及び目標を持たせる）
・就労定着支援員事業（知的障害者等の就労及び定着
を図る）
・就労促進セミナー（一般企業への特別支援教育の理
解及び障がい者の就労の促進を図る）

・県版特別支援学校技能
検定は10/11、12に実施予
定
・就労・定着支援員によ
る職場開拓や卒業後の生
徒のフォローアップ等を
継続実施中。
・就労促進セミナーは各
圏域ごとに実施予定（東
部…7/11実施済、中部…
11/21実施予定、西部…
YouTubeでの動画公開及び
9～10月中に各校で学校見
学会を実施）

3,176 特別支援教
育課

214

【再掲】切れ目
ない支援体制充
実事業

インクルーシブ教育システムの構築に向けて体制整備
の充実を図るため、県立特別支援学校に外部専門家を
配置するなどして特別支援学校のセンター的機能を強
化するとともに、市町村における切れ目のない支援体
制の充実を図るための研修会を開催する。
就学前から学校卒業後までの切れ目のない支援体制構
築を目指して、教育と福祉が連携して各圏域ごとに福
祉セミナーを開催する。

・県立特別支援学校に外
部専門家を配置したり、
市町村における切れ目な
い支援体制の充実を図る
ための研修会を計画をす
すめている。
・発達障がいのある児童
生徒への理解のための研
修会を開催予定(12/7)

4,001 特別支援教
育課

215

県立特別支援学
校早朝子ども教
室

特別支援学校において、地域住民や保護者OB等からな
る学校支援ボランティアとともに、学校受入時刻（９
時前）までの早朝時間帯の子ども達の居場所となる早
朝子ども教室を実施し、児童生徒の活動支援や見守り
を行う。

  保護者のニーズに応
え、受け入れ開始時間前
の活動支援や見守りを行
い、子どもたちの居場所
を確保している。

3,120 特別支援教
育課

216

県立特別支援学
校通学支援事業

県立特別支援学校に通学する児童生徒の通学の安全確
保及び保護者の負担軽減を図るため、通学バスを委託
運行する。
また、県立特別支援学校の児童生徒の通学の安全確
保、社会的自立及び保護者の負担軽減を図るため、通
学支援員の外部委託や、市町村等が行う通学支援に対
し交付金を交付するなどにより、通学を支援する。

様々な障がいの程度に応
じた通学手段を確保する
ことで、障がいのある児
童生徒の学ぶ機会を保障
している。

248,852 特別支援教
育課

217

特別支援教育専
門性向上事業

医療的ケアを行う学校看護師や医療的ケア児を指導す
る教員に対し、専門的な研修を実施する。
小・中・高等学校等において、発達障がいのある児童
生徒に一貫した支援を行うため、早期からの指導・支
援の充実、より一層の体制整備充実を図る。
特別支援学校教職員の専門性・授業力を向上させ、一
人一人の障がい特性と発達に応じた指導を実現するた
め、長期研修や環境整備を実施する。

・医療的ケアを行う学校
看護師や医療的ケア児を
指導する教職員に対し、
多職種協働研修や鳥取大
学シュミレーションセン
ターを使用した医療的ケ
ア実技研修を実施した。
・今後、特別支援教育を
中心的に推進していくこ
とが望まれる教職員を対
象に、大学へ長期研修派
遣をしている。

7,221 特別支援教
育課

218

特別支援教育充
実事業

平成30年度からの高校における通級による指導制度の
運用開始に伴い、県立高校５校を通級指導教室設置校（以
下「設置校」という。）として、特別支援コーディネーターを配
置し、特別支援教育の充実に向けて取り組むとともに、設置
校以外の県立高校においても障がい等のある生徒の自己理
解と高校生の他者理解を深める取組を実施する。

・県立高校５校を通級指
導教室設置校として、特
別支援コーディネーター
を配置している。
・各校の特別支援教育の
充実を図るため、高等学
校特別支援教育研修会を
実施する。

5,412 高等学校課 219

特別支援教育充
実費

児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、実態に応
じた適切な就学先・進学先の決定、学齢期への円滑な
移行、継続的な学びの場の検討を行うことができる体
制整備を進めるとともに、一貫した教育をめざした小
中学校、高等学校等への特別支援教育の理解啓発の充
実を図る。
特別支援学校において児童生徒等が安全かつ安心して
学校生活を送ることができる環境整備を行う。

・児童生徒一人一人の教
育的ニーズに応じた適切
な就学先・進学先の決
定、学齢期への円滑な移
行、継続的な学びの場の
検討を行うことができる
体制整備を進めている。
・医療的ケア児及びその
保護者に対する支援体制
を充実させるため、特別
支援学校に勤務する全て
の看護師が保険加入する
など体制を整備した。

11,909 特別支援教
育課

220

私立幼稚園等運
営費補助金

私立幼稚園等（認定こども園１号認定含む）における
特別支援教育の充実を促進し、私立幼稚園教育の振興
を図るため特別支援教育の実施に係る教職員人件費、
教材費等に対して助成を行う。

国の動きに合わせ、今
後、私立幼稚園等へ助成
を行う予定。

43,904 子育て王国
課

221

小児慢性特定疾
病児童等自立支
援事業

慢性疾病により長期にわたり治療を必要とする児童等
の自立及び成長支援について、慢性疾病児童等及びそ
の家族からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言を
行うとともに、地域の社会的資源を活用し、利用者の
環境に応じた支援を行う。

一般社団法人つなぐプロ
ジェクトに委託し、小児
慢性特定疾病児童等自立
支援相談窓口を開設し
た。

5,112 家庭支援課 222
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特別支援学校に
おけるＩＣＴ教
育充実事業

特別支援学校の児童生徒にICT学習（eラーニング）の
学習機会を提供し、個別最適化の学びの充実を図るな
ど、ICTを活用した教育を推進するとともに、同時双方
向通信が可能なICT機器やロボットを活用した病気療養
児の遠隔教育を進めるなど、ＩＣＴを活用した教育を
推進することにより、障がいのある子どもたちの学び
の意欲を引き出すとともに、一人一人の能力を最大限
に発揮できる指導・支援を展開し、将来の自立と社会
参加に向けて情報通信技術を効果的に活用する力を育
てる。

・特別支援学校児童生徒
にeラーニング教材（すら
ら）のアカウントを配付
し個別最適化の学びの充
実を進めている。
・病気療養児の児童生徒
の学習機会の確保のため
に、OriHimeを５台配備
し、小学校、高等学校の
児童生徒が活用してい
る。

6,844 特別支援教
育課

223

（新）鳥取県特
別支援教育推進
計画スタート
アップ事業

特別支援教育を取り巻く状況の変化や新たな課題に適
切に対応するため、全県的、中長期的な視点に立ち、
計画的に特別支援教育を推進する。
・障がいのある子ども個々の教育的ニーズに応じた指
導及び切れ目ない支援を行うため、障がいのある子ど
もの学びの場の教育環境整備と特別支援教育の充実を
図る。
・特別支援教育を担う全ての教職員の特別支援教育に
関する指導力を高めるため、必要な助言や支援を受け
られる体制の構築、オンラインやオンデマンドを含め
た研修の充実を図る。

・多職種連携体制及び医
療的ケア場面における助
言、緊急時等の対応等、
学校における医療的ケア
についての指導・助言を
行うアドバイザー派遣事
業を計画し、準備を進め
ている。
(11/13,11/14,12/5実施)
・オンデマンド研修サイ
トを構築する準備（仕様
書作成、動画制作等）を
計画的に進めている。
・病弱教育推進校におい
て県外講師を招聘した研
修会及び先進校視察を実
施。

5,986 特別支援教
育課

224

発達障がい児者及び
その保護者支援につ
いて

（拡）発達障がい
者支援体制整備
事業

発達障がい児者及び家族に対し、ライフステージに応
じて一貫した支援を行うため、県全体の発達障がいに
係る支援施策について検討し、家族支援や人材育成な
どの支援体制の整備を図る。また、発達障がい者地域支
援マネージャーを配置し、市町村や事業所等の後方支援の
充実等を図ることにより、発達障がい児者の地域生活の充
実と各地域における支援体制の確立を目指す。

ペアレントメンターの充
足により、身近な地域で
相談できる体制が整い、
家族の安心につながって
おり、また、発達障がい
相談員等研修会により人
材育成が進み、特性に応
じた対応ができる施設が
増えている。
『エール』に発達障がい
者地域支援マネジャーを
配置したことで、市町村
の後方支援、発達障がい
者支援体制のネットワー
ク構築を行うことができ
た。

5,359 子ども発達
支援課

225

児童発達支援セ
ンター利用料軽
減事業

児童発達支援センターを利用している児童の保護者に
対し、同一世帯内の第２子や第３子以降の同センター
を利用する児童の利用者負担を軽減する。

市町村との協働により、
県内７か所のセンターを
利用する未就学の障がい
児の利用料の軽減を図っ
ている。

717 子ども発達
支援課

226

障がい児等地域
療育支援事業

在宅の重症心身障がい児者、知的障がい児、身体障が
い児、発達障がい児及びその保護者等が身近な地域で
療育指導や相談を受けられる体制の充実を図る。

訪問や外来により保護者
への療育指導や相談に応
じることで、育児不安の
解消や家庭生活の継続を
支援するとともに、保育
所等の職員に対して療育
に関する指導や助言を
行った。

3,007 子ども発達
支援課

227

子どもの心の診
療ネットワーク
整備事業

発達障がい、不登校等子どもの心の問題に対応するた
め、鳥取大学医学部附属病院を拠点病院と位置付け、
医療、保健、福祉、教育等のネットワークの充実、子
どもの心の問題に対応できる医師や支援者の養成及び
県民への理解啓発を行う。

拠点病院を中心とし、関
係機関のネットワーク構
築のためのネットワーク
会議の開催や、地域にお
ける発達障がいの診療連
携体制を整備するための
検討を実施している。

10,895 子ども発達
支援課

228

共生社会をめざ
す文化芸術・ス
ポーツ活動推進
事業（運動ス
ポーツ活動推進
事業）

特別支援学校における文化芸術活動や運動スポーツ活
動を推進することで、幼児児童生徒の個性や能力を最
大限に伸ばし社会参加を促進するとともに、生涯にわ
たって文化芸術や運動スポーツに親しもうとする意欲
や態度の育成を図る。

  琴の浦高等特別支援学
校が鳥大附属特別支援学
校とバスケットボール等
の交流戦をする予定であ
る。OBも参加する方向で
計画を進めている。

200 特別支援教
育課

229

手話で学ぶ教育
環境整備事業

ろう者とろう者以外が互いに理解しあう共生社会を目
指し、学校におけるろう及び手話への理解が深まるよ
う、教育面における手話に関する教育環境の充実を図
る。

聾学校における教育環境
整備として手話研修を実
施し、教職員の指導力向
上を図るとともに、地域
における教育環境整備と
して手話普及支援員によ
る学習支援や手話教材の
配布を行っている。今年
度新しく手話ダンス教室
を制作した。(別事業予
算)

5,473 特別支援教
育課

230
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就学前の発達やこと
ばの遅れが気になる
幼児とその保護者へ
の支援

【再掲】切れ目
ない支援体制充
実事業

インクルーシブ教育システムの構築に向けて体制整備
の充実を図るため、県立特別支援学校に外部専門家を
配置するなどして特別支援学校のセンター的機能を強
化するとともに、市町村における切れ目のない支援体
制の充実を図るための研修会を開催する。
就学前から学校卒業後までの切れ目のない支援体制構
築を目指して、教育と福祉が連携して各圏域ごとに福
祉セミナーを開催する。

県立特別支援学校に外部
専門家を配置したり、市
町村における切れ目ない
支援体制の充実を図るた
めの研修会を計画を進め
ている。

4,001 特別支援教
育課

231
(215)

【再掲】教育相
談事業

・幼児･児童･生徒等の教育上の様々な課題に関する保
護者、本人、学校・園関係者等からの相談について、
指導主事、相談員及び専門指導員が個別のニーズに応
じた支援・指導を行う。
・加えて、幼児支援を終了した小学生に対して、必要に応じ
て、読み書きに対する個別支援プログラムを行う。また、専
門医による教育相談会を毎月実施する。

電話・来所相談だけでな
く、訪問型支援や学習支
援を取り入れたことで、
これまで対応が難しかっ
たケースへのアプローチ
ができるようになった。

9,102 いじめ・不
登校総合対
策センター

232
(183)
(192)
(202)
(209)

きこえない・きこえ
にくい子ども及びそ
の保護者への支援に
ついて

きこえない・き
こえにくい子ど
ものサポートセ
ンター設置事業

きこえない・きこえにくい子どもの早期支援を図り、
今後の社会生活をより豊かにするために、きこえな
い・きこえにくい子どもとその家族に必要な情報を提
供し、相談の窓口となるとともに、関係機関の専門性
を生かした支援機能を結び付ける中核となるセンター
を整備し、切れ目のない支援を行う。

きこえない・きこえにく
い子どもの子育て経験の
ある相談員及び支援員を
配置し、保護者の悩みに
寄り添いながら、相談支
援や情報提供等を実施し
ている。また、令和４年
度に実施した、きこえな
い・きこえにくい子ども
の状況調査からみえた課
題について、協議会で共
有を図るとともに、理解
促進を図るためのセミ
ナーを開催した。

21,501 子ども発達
支援課

233

医療的ケア児・者及
びその保護者への支
援について

医療的ケア児等
総合支援事業

医療的ケア児等及びその家族が地域で安心して暮らせるよ
う支援体制の強化を図るため、医療的ケア児支援センターを
設置するとともに、医療的ケア児者の在宅支援に係る人材
の育成・確保等を総合的に行う。

県内３箇所の医療的ケア
児等支援センター相談窓
口において、家族や支援
者からの相談に対応する
とともに、圏域全体の支
援体制の構築に努めてい
る。

39,791 子ども発達
支援課

234

医療的ケア児等
に係る人材確保
事業

重症心身障がい児及び医療的ケア児を支援する障害児
通所支援事業所等の充実が求められる一方、県内事業
所は支援に必要な看護師等の人材確保が難しい状況に
あり、障がい福祉分野における人材確保が課題となっ
ていることから、県内学生へのＰＲ及び理解・啓発事
業を展開することで、障がい福祉分野の人材確保を図
る。

看護学生に対する医療的
ケア児の支援に関する講
義や専門学生による障が
い福祉サービス事業所の
見学会を開催し、仕事の
魅力等を発信すること
で、人材確保を図ってい
る。

301 子ども発達
支援課

235

（新）医療的ケ
ア児等の送迎支
援事業

医療機器に加えて荷物も多く移動時に大型の福祉車両
を必要とすることが多い医療的ケア児等の医療機関へ
の送迎において、地域に利用できる福祉タクシーが少
ないという実情があるため、地域の移動環境を整備
し、移動手段の選択肢の拡大を図るとともに、保護者
等の経済的負担の軽減を図る。

医療的ケア児の大型福祉
タクシー利用及び看護師
添付いが必要となる場合
の費用補助、タクシー会
社が車両を購入、修繕す
る際の経費補助により、
市町村、タクシー会社と
協力した福祉タクシーを
利用しやすくする枠組み
づくりを進めている。

18,466 子ども発達
支援課

236

重度障がい児者
医療型ショート
ステイ整備等事
業補助金（医療
型ショートステイ
総合支援事業）

医療的ケアの必要な重度障がい児者やその家族が地域
で安心して生活できる環境を整備するため、県内の医
療機関等が実施する医療型ショートステイに係る支援
の充実を図る。

医療機関等に対し、医療
型ショートステイを提供
した際の診療報酬と医療
型短期入所サービスの報
酬との差額や看護職員の
人件費相当額やヘルパー
の付添費等を補助してい
る。

22,708 子ども発達
支援課

237

取組施策 事業名 令和５年度の実施計画 実施状況 R5予算額
（6月補正後)

担当課
番
号

教育・啓発の推進 人権啓発教育事
業

人権が尊重される社会づくりを推進するため、各種啓
発事業を実施し、市町村や県民等が行う人権意識の高
揚を図る取組を支援する。

人権情報誌による広報、
ガイナーレ鳥取との連携
啓発等を通して、啓発活
動を実施予定。

17,446 人権・同和
対策課

238

人権教育振興事
業（人権学習講
師派遣事業）

各人権問題（性的マイノリティ、障がい者）における
当事者の方や関係者の方の話を聞き、人権尊重の社会
づくりに向けた学習会を実施する。

多様な性のあり方につい
て学ぶ学習会（募集定数
１０校）に２０校の応募
があり、１３校に講師を
派遣（予定を含む）して
いる。（県立学校人権教
育推進支援事業を含める
と２３校の講演を支援）

1,056 人権教育課 239

（セ）性的マイノリティの子ども・若者への支援
【取組の方向性】
　性的指向や性自認を理由として困難な状況に置かれており、特に配慮が必要な子ども・若者に対する偏見・差別をなくし、理解を深めるための啓発活
動を実施します。また、専用の相談窓口を設置し、生きづらさの解消を図ります。併せて、市町村が設置するコミュニティスペースの運営支援を行いま
す。
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人権尊重のまち
づくり推進支援
事業

地域社会における人権尊重のまちづくりを住民一人一
人が主体者として進められるよう、市町村と連携をは
かりながら、市町村が行う人権教育施策、住民学習の
充実に対する支援（助言）を行う。

市町村やＰＴＡ等の要請
による研修を実施してい
る（９月末現在３団
体）。また、住民等に向
けた多様な性に関する学
習プログラムを作成する
予定。

1,196 人権教育課 240

相談支援体制の充実 多様な性を認め
合う社会づくり
推進事業

多様な性を認め合い、誰もが自分らしく生きることが
できる社会づくりを進めるため、電話相談事業、啓発
事業、人材育成事業、居場所づくり支援事業を行う。

専門電話相談窓口の開
設、相談対応に携わる人
材の育成を目的として研
修を実施し、相談支援の
充実を図る。

2,739 人権・同和
対策課

241

取組施策 事業名 令和５年度の実施計画 実施状況 R5予算額
（6月補正後)

担当課
番
号

日本語学習支援 鳥取県国際交流
財団助成事業

【コミュニケーション支援事業】
言葉の支援が必要な外国出身の子どもに対する通訳ボ
ランティアの派遣、その支援者の確保及びスキルアップ、
支援者間のネットワークづくりのための研修の開催、日本語
クラスにおける日本語の指導、日本人との交流会等を国際
交流財団で実施する。

・県内３箇所（東・中・
西部）において、日本語
クラスを開催した。
・医療・コミュニティ通
訳ボランティアの派遣等
を行った。

5,330 交流推進課 242

外国人児童生徒
等への日本語指
導等支援事業

母語での支援員や日本語指導支援員の活用による指導
体制の構築、多言語翻訳システム等ICTを活用した支援
の充実など、多文化共生社会の実現に向けた外国人児
童生徒等への日本語指導を含む教育の充実を図る。

・鳥取市、北栄町、琴浦
町の３市町で日本語指導
支援員を配置し、日本語
指導や学習指導、保護者
支援等を行った。境港市
においても今後支援を行
う予定である。
・各市町村教育委員会の
担当者、日本語支援等を
行っている担当教員等と
の連絡協議会を開催し、
帰国・外国人児童生徒等
の受入れや学習支援につ
いて情報交換や協議を
行った。

13,403 小中学校課 243

情報提供・相談対応 多文化共生推進
事業

外国人の方に寄り添った多文化共生の取組を推進し、
在住外国人が安心、安全に生活できる環境整備を行
う。
・外国人総合相談窓口運営事業
・鳥取県多文化共生サポーター運営事業
・災害時の外国人支援事業　ほか

・外国人相談窓口の運営
並びに多文化共生サポー
ターの設置を行い、在住
外国人が抱える課題に対
応した。
・災害時の外国人支援事
業として、行政関係者等
を対象とした研修を実施
予定。

31,760 交流推進課 244

取組施策 事業名 令和５年度の実施計画 実施状況 R5予算額
（6月補正後)

担当課
番
号

相談・支援機関の周
知・利用促進

いじめ防止対策
推進事業（いじ
め相談窓口の充
実）

相談窓口紹介クリアファイルを作成し、県内全小・
中・義務教育学校、高等学校、特別支援学校児童生徒
に配布する。

相談窓口紹介クリアファ
イルを作成し、県内全児
童生徒に配布した。缶
バッジデザインコンクー
ルを実施し、いじめ問題
への主体的な取組を促し
た。

11,085 いじめ・不
登校総合対
策センター

245

青少年育成推進
事業（とっとり
若者自立応援プ
ラン推進事業）

相談窓口紹介リーフレットの作成ほか 県内在住の漫画家のイラ
ストを入れたチラシを作
成し、裏面に相談窓口一
覧を掲載した。県内の全
ての小学生、中学生、高
校生に配布したほか、大
学や各相談支援機関、県
立ハローワーク等に配架
し周知を図った。

219 家庭支援課 246

相談体制の整備 【再掲】教育相
談事業

・幼児･児童･生徒等の教育上の様々な課題に関する保
護者、本人、学校・園関係者等からの相談について、
指導主事、相談員及び専門指導員が個別のニーズに応
じた支援・指導を行う。
・加えて、幼児支援を終了した小学生に対して、必要に応じ
て、読み書きに対する個別支援プログラムを行う。また、専
門医による教育相談会を毎月実施する。

電話・来所相談だけでな
く、訪問型支援や学習支
援を取り入れたことで、
これまで対応が難しかっ
たケースへのアプローチ
ができるようになった。

9,102 いじめ・不
登校総合対
策センター

247
(183)
(192)
(202)
(209)
(232)

（２）支援の質の向上
【取組の方向性】　（ア）相談機関の活用
【取組の方向性】
　子ども・若者が困難な状況にあるときに、本人や家族が適切な相談を受けられるよう、相談機関のＰＲを進めます。
　また、困難な状況にある本人や家族にとって学校など身近なところで相談ができる体制を整備します。

（ソ）地域で暮らす外国人の子ども・若者とその家族への支援
【取組の方向性】
　地域で暮らす外国人の子どもたちが学校・地域間で円滑な意思疎通ができるよう、日本語の習得支援を行う等、事情・状況に応じたきめ細かな支援を
行います。また、県内で働き、生活する外国人に対して多言語での日常生活情報の提供や、相談体制の整備を進めます。多文化共生に関する意識啓発や
国際理解と基礎的体制づくりを推進します。
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【再掲】市町村
包括的福祉支援
体制整備推進事
業

低所得者、介護、ひきこもり対策など従来の縦割り制
度による相談支援体制では解決しきれない課題に対応
するため、市町村に包括的な支援体制（表面的な相談
内容にとどまらず、家庭の抱える課題を把握し、多機
関による重層的な解決方法を検討する仕組み）を整備
する。
○市町村バックアップ事業
・包括的支援体制整備推進員を配置し、市町村の体制
整備や地域づくり等の取組を支援する。
○世帯訪問調査支援（町村補助等）
・課題のある世帯を把握・支援するための世帯訪問等
調査の実施に係る経費を支援する。
○包括的支援体制の実践サポート事業
・包括的支援体制の構築・運用を始める市町村に、専
門家等による推進チ-ムを派遣し、助言支援等を実施す
る。
○包括的支援体制のための基盤整備支援
・県全体の推進を図るため、住民に対するセミナーや
支援担当者等への研修会を開催する。

・世帯訪問調査を支援す
るため、補助金の交付対
象を拡充し、市町村の行
うアウトリーチを支援。
・包括支援体制整備推進
員、市町村包括的支援体
制整備に係る推進チーム
を継続して配置。
・オンライン配信、現地
講演による全３回の人材
研修会を８月より実施
中。

8,226 孤独・孤立
対策課

248
(176)

【再掲】スクー
ルソーシャル
ワーカー活用事
業

社会福祉の専門的な知識や技能を有するスクールソー
シャルワーカーの市町村教育委員会への配置を支援
（市町村事業への補助）し、複雑化する家庭環境を背
景にした児童生徒が抱える課題への対応の充実を図ると
ともに、県においてスクールソーシャルワーカーの資質向上
のための研修を行う。また、スーパーバイザーによる支援を
行う。
（スクールソーシャルワーカーの主な業務内容）
・ケース会議のための事前調整やケースのアセスメントと課
題解決に向けてのプランニングへの支援
・様々な課題を抱える児童生徒と児童生徒の置かれた環境
への働きかけ
・関係機関とのネットワークの構築、連携・調整
・困難事例や自然災害、突発的な事件・事故が発生した際の
援助

ソーシャルワークの専門
性と実践力を高めるため
の研修会やスーパーバイ
ザーによるスクールソー
シャルワーカーへのスー
パーバイズを行った。

80,489 いじめ・不
登校総合対
策センター

249
(124)
(187)

【再掲】スクー
ルカウンセラー
の配置

不登校や問題行動等の改善を図るため、中学校に臨床
心理士等をスクールカウンセラーとして配置する。中
学校に配置したスクールカウンセラーは校区小学校の
相談にも対応する。

全ての公立学校におい
て、支援を必要とする児
童生徒の心理的援助を
行った。

128,578 いじめ・不
登校総合対
策センター

250
(125)
(188)

取組施策 事業名 令和５年度の実施計画 実施状況 R5予算額
（6月補正後)

担当課
番
号

研修内容の充実 【再掲】教育相
談事業

・幼児･児童･生徒等の教育上の様々な課題に関する保
護者、本人、学校・園関係者等からの相談について、
指導主事、相談員及び専門指導員が個別のニーズに応
じた支援・指導を行う。
・加えて、幼児支援を終了した小学生に対して、必要に応じ
て、読み書きに対する個別支援プログラムを行う。また、専
門医による教育相談会を毎月実施する。

電話・来所相談だけでな
く、訪問型支援や学習支
援を取り入れたことで、
これまで対応が難しかっ
たケースへのアプローチ
ができるようになった。

9,102 いじめ・不
登校総合対
策センター

251
(183)
(192)
(202)
(209)
(232)
(247)

【再掲】スクー
ルソーシャル
ワーカー活用事
業

社会福祉の専門的な知識や技能を有するスクールソー
シャルワーカーの市町村教育委員会への配置を支援
（市町村事業への補助）し、複雑化する家庭環境を背
景にした児童生徒が抱える課題への対応の充実を図ると
ともに、県においてスクールソーシャルワーカーの資質向上
のための研修を行う。また、スーパーバイザーによる支援を
行う。
（スクールソーシャルワーカーの主な業務内容）
・ケース会議のための事前調整やケースのアセスメントと課
題解決に向けてのプランニングへの支援
・様々な課題を抱える児童生徒と児童生徒の置かれた環境
への働きかけ
・関係機関とのネットワークの構築、連携・調整
・困難事例や自然災害、突発的な事件・事故が発生した際の
援助

ソーシャルワークの専門
性と実践力を高めるため
の研修会やスーパーバイ
ザーによるスクールソー
シャルワーカーへのスー
パーバイズを行った。

80,489 いじめ・不
登校総合対
策センター

252
(124)
(187)
(249)

　（イ）困難な状況の背景を理解した支援の実施
【取組の方向性】
　相談や支援を行う機関においては、研修を充実し、その背景に応じてより適切な支援を行う等支援体制の強化を図ります。
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取組施策 事業名 令和5年度の実施計画 実施状況 R5予算額
（6月補正後)

担当課
番
号

本人、家族・援助
者、関係団体、民間
支援団体等の幅広い
ネットワークの充実
及び連携の推進

【再掲】市町村
包括的福祉支援
体制整備推進事
業

低所得者、介護、ひきこもり対策など従来の縦割り制
度による相談支援体制では解決しきれない課題に対応
するため、市町村に包括的な支援体制（表面的な相談
内容にとどまらず、家庭の抱える課題を把握し、多機
関による重層的な解決方法を検討する仕組み）を整備
する。
○市町村バックアップ事業
・包括的支援体制整備推進員を配置し、市町村の体制
整備や地域づくり等の取組を支援する。
○世帯訪問調査支援（町村補助等）
・課題のある世帯を把握・支援するための世帯訪問等
調査の実施に係る経費を支援する。
○包括的支援体制の実践サポート事業
・包括的支援体制の構築・運用を始める市町村に、専
門家等による推進チ-ムを派遣し、助言支援等を実施す
る。
○包括的支援体制のための基盤整備支援
・県全体の推進を図るため、住民に対するセミナーや
支援担当者等への研修会を開催する。

・世帯訪問調査を支援す
るため、補助金の交付対
象を拡充し、市町村の行
うアウトリーチを支援。
・包括支援体制整備推進
員、市町村包括的支援体
制整備に係る推進チーム
を継続して配置。
・オンライン配信、現地
講演による全３回の人材
研修会を８月より実施
中。

8,226 孤独・孤立
対策課

253
(176)
(248)

青少年育成推進
事業費（とっと
り若者自立応援
プランの推進）

◆鳥取県若者自立応援ネットワーク会議の運営
・困難を抱える子ども・若者に対する支援を効果的か
つ円滑に実施できる体制をつくるため、関係機関（公
的機関、民間）間の情報交換等を支援する。

本年度はネットワーク構
成機関による対面会議を
開催し、各機関の抱える
課題等について意見交換
を実施予定。

－ 家庭支援課 254

【再掲】（新）
「とっとり孤
独・孤立対策官
民連携プラット
フォーム」推進
事業

孤独・孤立対策について官民一体で取組を推進する
「とっとり孤独・孤立対策官民連携プラットフォー
ム」を中心として、広報・情報発信、啓発、構成機関
を含めた民間支援機関の支援、孤独・孤立対策に係る
先進事例等の共有等を行い、孤独・孤立対策の推進を
図る。

官民連携プラットフォー
ムを開催し、今後の実施
方針を検討中。

6,700 孤独・孤立
対策課

255
(120)

　（ウ）関係機関の連携
【取組の方向性】
　本県はコンパクトな県であることにより、困難な状況にある子ども･若者や保護者の支援や相談を行う機関が相互に協力して支援に当たっています
が、最前線で支援に当たる職員が、より円滑に支援できる環境を整備できるよう、関係機関が情報共有する機会を設ける等、支援機関の連携による重層
的支援ネットワークづくりを進めます。
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